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経営の健全化のための計画の前提条件経営の健全化のための計画の前提条件経営の健全化のための計画の前提条件経営の健全化のための計画の前提条件

    平成１２年度の景気につきましては、年度前半はＩＴ関連需要に支えられ、緩やか
な景気回復基調を維持しましたが、年度後半は米国経済の減速等もあり、株安や円安

が進み景気の後退色が強まりました。

    平成１３年度はデフレ傾向が続き景気回復には至らず、平成１４年度以降にデフレ
懸念も収まり、緩やかな景気回復傾向をたどるものと考えております。

    このような経済環境の見通しにもとづき、計画の前提条件として金利・為替・株価
を以下の通り予想しております。

（金利）

    平成１３年度は、実質ゼロ金利政策が継続され、平成１４年度で景気回復基調が
徐々にはっきりとするとともに、金利は緩やかに上昇していくものと考えておりま

す。

（為替）

    為替の見通しについては、国際経済の動向等の国内経済以外の要素が多く予測が困
難なため、平成１３年３月期末の為替相場を以降横ばいといたしました。

（株価）

    株価については、平成１３年３月期末の日経平均株価を以降横ばいといたしました。

（単位：％・円）

１３年３月期 １４年３月期 １５年３月期 １６年３月期 １７年３月期

無担コ－ル

Ｏ/Ｎ
０.１２ ０.０２ ０.２５ ０.７５ １.００

金

利
１０年国債 １.２７

１.２５～

１.７５

１.７５～

２.２５

２.２５～

２.７５

２.５０～

３.００

日経平均株価 １２,９９９ １２,９９９ １２,９９９ １２,９９９ １２,９９９

為替相場（円/ドル） １２５ １２５ １２５ １２５ １２５

（注） １３年３月期は平成１３年３月末東京市場終値。

                  １４年３月期以降の金利は各期の想定中心レンジ。

    当行は、金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律に従い、優先
株式の引受の申請を行い、お引き受けいただきました。

  その際に提出した計画について、今回見直しを行いました。

    なお、今後、計画に記載された事項について重大な変化が生じた場合や、生

  じることが予想される場合は、遅滞なく金融庁に報告いたします。
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１．金額１．金額１．金額１．金額・条件等・条件等・条件等・条件等

（１）根拠

当行は、以下の事由により「金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する

法律」第７条に規定する申請要件を満たすものと判断したことから、同法第４条

第２項に基づき平成１２年９月株式等の引受等を申請し、お引き受けをいただき

ました。

  イ．「健全な自己資本の状況にある旨の区分」に該当すること

  当行の自己資本比率は、平成１２年３月末に０.４５％（国内基準・単体ベ－

ス）と著しく低下しましたが、平成１２年８月に約２８０億円の第三者割当増

資を行い、自己資本比率は４％台に回復いたしました。したがって、当行は同

法第２条第３項に定める｢健全な自己資本の状況にある区分｣に該当いたします。

  ロ．法定要件ならびに基準を充足すること

当行は以下のとおり同法第７条各項に定める各法定要件ならびに基準を充足

しています。

  （イ）同法第７条第１項第１号

  当行は、景気の長期低迷の下、県内取引先企業の業績悪化やバブル崩壊の

影響を受けた地価の継続的な下落など経営環境の厳しい中、平成１１年度に

地元のお客様を中心とした第三者割当増資３５１億円を行う等、自己資本の

増強に努めました。しかしながら、平成１２年３月期に金融監督庁の検査結

果も踏まえ、多額の償却・引当を行ったことから、大きく自己資本を毀損す

ることとなり、自己資本比率（単体ベ－ス）は０.４５％となり、平成１２年

４月に銀行法第２６条第１項および金融機能の早期健全化のための緊急措置

に関する法律第３条第３項の規定に基づき、金融監督庁より「自己資本の充

実に係る計画（資本の増強以外の経営の健全性を確保するための合理的と認

められる措置を含む）」の提出命令をお受けするに至りました。

  当行は、本命令を受け、平成１２年８月に株式会社富士銀行他２社に対し

第三者割当増資を行い、自己資本の回復を図りました。

しかしながら、増資後の自己資本は業界水準と比較して必ずしも十分では

なく、今後共地元の中小企業、個人に対して円滑かつ安定的な資金を供給し

ていくためには、更に自己資本の増強に努める必要があるため、当該要件を

充足するものと考えております。

  （ロ）同法第７条第１項第２号

          当行は、富士銀行による支援（増資引受による資本増強と経営・組織運営ノ
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        ウハウの短期的・集中的な導入等）により、経営の抜本的な見直しをすすめ、

        新生ちば興銀として再生に取り組んでおり、今後の収益計画をもとに優先株式

        の利益消却等を適宜実施していくことが可能であり、当該要件を充足するもの

        と考えております。

  （ハ）第７条第１項第３号ならびに第２項

          当行は、これまでも人員削減等の経営合理化に努めてまいりましたが、更に

        本計画において役職員数および経費の抑制を含む合理化、経営責任・株主責任

        の明確化、資金の貸付その他信用供与の円滑化のための諸方策を講じ、ロ－コ

        スト経営の徹底を図るとともに利益の流失を必要に応じて抑制することを明

        確にしており、その要件を充足するものと考えております。

（ニ）第７条第１項第４号

        当行は、平成１２年８月の第三者割当増資により、自己資本比率が４％台

        に回復しており、「健全な自己資本の状況にある旨の区分」に該当したため、

        本号には該当いたしません。

  （ホ）第７条第１項第５号(ロ)

          当行は、昭和２７年に地元中小企業を中心とする、新銀行を求める強い期

        待・支援のもとに設立され、千葉県内の融資シェアも約１０％に至り、地元で

        の信用維持、健全な企業に対する円滑な資金供与を行う使命を担っていると認

        識しております。

          本号（ロ）に規定される信用供与の収縮に係る状況を改善または回避するた

めに、協定銀行による株式等の引受け等による自己資本の増強が不可欠であ

り、本号の要件を充足するものと考えております。

（２）発行金額、発行条件、商品性

 発行条件に関しましては、｢個別金融機関において、普通株式の配当利回りは、

 優先株式の配当率以下とすることを原則とする。｣とした金融再生委員会の考え

 方を踏まえて申請し、ご承認いただきました。

  イ．発行金額

  発行総額  ６００億２５百万円

 

  ロ．発行条件、商品性等

（イ）株式の種類  株式会社千葉興業銀行第三回第三種優先株式（以下「本優先

                  株式」という)
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     （ロ）発行株式数   無額面優先株式１７，１５０，０００株

     （ハ）発行価額     1 株につき３,５００円

     （二）発行価額中資本に組入れない額         1 株につき１,７５０円

     （ホ）発行方法

  株式会社整理回収機構に直接全額割当てる方法による

     （へ）払込期日    平成１２年９月２９日（金曜日）

     （ト）配当起算日  平成１２年９月３０日（土曜日）

     （チ）優先配当金

本優先株式１株につき４５円１５銭（非累積、非参加）

ただし、平成１２年９月３０日から平成１３年３月３１日までの１８３日

間に対する優先配当金については、２２円６４銭を支払う。

     （リ）優先中間配当金

本優先株式１株につき２２円５７銭

     （ヌ）残余財産の分配

普通株式に先立ち、本優先株式 1株につき３,５００円を支払う。

     （ル）優先順位

 　　　本優先株式の優先配当金、優先中間配当金および残余財産の支払順位は、

当行の発行する各種の優先株式と同順位とする。

     （ヲ）消却

当行はいつでも本優先株式を買入れ、これを株主に配当すべき利益をもっ

て当該買入価額により消却することができる。

     （ワ）議決権

本優先株主は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、株主総会におい

て議決権を有しない。

     （カ）株式の併合または分割、新株引受権等

当行は、法令に別段の定めがある場合を除くほか、本優先株式については

株式の併合または分割を行わない。また本優先株主には新株の引受権また

は転換社債もしくは新株引受権付社債の引受権を与えない。

     （ヨ）普通株式への転換

 Ａ．転換を請求し得べき期間

平成１４年９月３０日から平成２６年３月３０日までとする。

ただし、基準日の翌日から株主総会終結の日までの期間を除く。

Ｂ．転換の条件

本優先株式は下記の転換の条件で、当行の額面普通株式(以下｢普通株

式｣という)に転換することができる。

         （Ａ）当初転換価額

当初転換価額は、平成１４年９月３０日に先立つ４５取引日目に始ま



4

る３０取引日の東京証券取引所における当行の普通株式の普通取引

の毎日の終値（気配表示を含む）の平均値（終値のない日数は除く）

とし、その計算は円位未満小数第 2位まで算出し、その小数第 2位を

四捨五入する。ただし、当初転換価額の下限は１，０１４円(以下｢下

限転換価額｣という)とする。

なお、上記４５取引日の間に下記（Ｃ）に定める転換価額の調整事由

が生じた場合には、上記の時価は（Ｃ）に準じて調整される。

（Ｂ）転換価額の修正

転換価額は、平成１５年９月３０日から平成２５年９月３０日までの

毎年９月３０日(以下、それぞれ｢転換価額修正日｣という)における当

該転換価額修正日現在における時価に修正される。ただし、当該時価

が下限転換価額を下回る場合は、修正後転換価額は下限転換価額とす

る。

この場合に使用する時価は、当該転換価額修正日に先立つ４５取引日

目に始まる３０取引日の東京証券取引所における当行の普通株式の普

通取引の毎日の終値(気配表示を含む)の平均値(終値のない日数は除

く)とし、その計算は円位未満小数第 2位まで算出し、その小数第２位

を四捨五入する。

なお、上記４５取引日の間に下記（Ｃ）に定める転換価額の調整事由

が生じた場合には、上記の時価は（Ｃ）に準じて調整される。

（Ｃ）転換価額の調整

ａ．本優先株式発行後、次の各号いずれかに該当する場合には、転換価

額（下限転換価額を含む）を次に定める算式（以下「転換価額調整式」

という）により調整する。ただし、転換価額調整式により計算される

転換価額が普通株式の額面金額の２倍の額を下回る場合には、普通株

式の額面金額の２倍の額をもって調整後転換価額とする。
　　    
                             既発行  新規発行普通株式数×1株当り払込金額
                                普  通＋

調 整 後　　調整前     株式数         1 株当り時価
転換価額　　転換価額     既発行普通株式数 + 新規発行普通株式数

転換価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、

その小数第２位を四捨五入する。

（ａ）転換価額調整式に使用する時価を下回る払込金額をもって普通

株式を発行する場合

調整後の転換価額は、払込日の翌日以降、または募集のための

株主割当日がある場合はその日の翌日以降これを適用する。

（ｂ）株式の分割により普通株式を発行する場合

＝ ×
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調整後の転換価額は、株式の分割のための株主割当日がある場合

はその翌日以降、また株式の分割のための株主割当日がない場

合は商法第２２０条にて準用する商法第２１５条第１項に規定

された一定の期間満了の日の翌日以降これを適用する。ただし、

配当可能利益から資本に組入れられることを条件としてその部

分をもって株式の分割により普通株式を発行する旨取締役会で

決議する場合で、当該配当可能利益の資本組入の決議をする株

主総会の終結の日以前の日を株式の分割のための株主割当日と

する場合には、調整後の転換価額は、当該配当可能利益の資本

組入の決議をした株主総会の終結の日の翌日以降これを適用す

る。

（ｃ）転換価額調整式に使用する時価を下回る価額をもって当行の普

通株式に転換または新株引受権を行使できる証券を発行する場

合

調整後の転換価額は、その証券の発行日に、または募集のため

の株主割当日がある場合はその日の終わりに、発行される証券

の全額が転換またはすべての新株引受権が行使されたものとみ

なし、その発行日の翌日以降またはその割当日の翌日以降これ

を適用する。

（ｄ）普通株式に転換または新株引受権を行使できる証券であって、転

換価額または新株引受権の行使価額が発行日に決定されておら

ず後日一定の日（以下「価額決定日」という）の時価を基準とし

て決定されるものとされている証券を発行した場合において、決

定された転換価額または行使価額が転換価額調整式に使用する

時価を下回る場合

調整後の転換価額は、当該価額決定日に残存する証券の全額が転

換またはすべての新株引受権が行使されたものとみなし、当該

価額決定日の翌日以降これを適用する。

ｂ．上記（Ｃ）ａ．に掲げる場合のほか、合併、資本の減少または普通

株式の併合等により転換価額（下限転換価額を含む）の調整を必要

とする場合には、当行取締役会が適当と判断する転換価額に変更さ

れる。

ｃ．転換価額調整式に使用する１株当たり時価は、調整後転換価額を適用

する日（ただし、上記（Ｃ）ａ．（ｂ）ただし書きの場合には株主割

当日）に先立つ４５取引日目に始まる３０取引日の東京証券取引所に

おける当行の普通株式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む)の

平均値(終値のない日数は除く)とし、その計算は円位未満小数第 2位
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まで算出し、その小数第２位を四捨五入する。なお、上記４５取引日

の間に、上記（Ｃ）ａ．またはｂ．に定める転換価額の調整事由が生

じた場合には、調整後転換価額は、上記（Ｃ）ａ．またはｂ．に準じ

て調整される。

ｄ．転換価額調整式に使用する調整前転換価額は、調整後転換価額を適用

する前日において有効な転換価額とし、また、転換価額調整式で使用

する既発行普通株式数は、株主割当日がある場合はその株主割当日の、

また株主割当日がない場合は次に定める日における当行の発行済普

通株式数とする。

（ａ）株式の分割を行う場合は、商法第２２０条にて準用する商法第２

１５条第１項に規定された一定の期間満了の日

（ｂ）その他の場合には、調整後転換価額を適用する日の１ヶ月前の日

ｅ．転換価額調整式に使用する１株当たりの払込金額とは、（１）上記（Ｃ）

ａ．（ａ）の時価を下回る払込金額をもって普通株式を発行する場合

には、当該払込金額（金銭以外の財産による払込の場合には適正な評

価額）、（２）上記（Ｃ）ａ．（ｂ）の株式分割により普通株式を発

行する場合は０円、（３）上記（Ｃ）ａ．（ｃ）の時価を下回る価額

をもって普通株式に転換または新株引受権を行使できる証券を発行

する場合には、当該転換価額または新株引受権の行使価額、（４）上

記（Ｃ）ａ．（ｄ）の決定された転換価額または行使価額が転換価額

調整式の時価を下回る場合には、当該転換価額または新株引受権の行

使価額をそれぞれいうものとする。

ｆ．転換価額調整式により算出された調整後転換価額と調整前転換価額と

の差額が１円未満にとどまるときは、転換価額の調整はこれを行わな

い。ただし、その後転換価額の調整を必要とする事由が発生し、転換

価額を算出する場合には、転換価額調整式中の調整前転換価額に代え

て調整前転換価額からこの差額を差し引いた額を使用する。

（Ｄ）転換により発行すべき普通株式数

本優先株式の転換により発行すべき普通株式数は、次のとおりとする。

転換により         本優先株主が転換請求のために提

発行すべき         出した本優先株式の発行価額総額

普通株式数                      転換価額

転換により発行すべき普通株式数の算出に当って１株未満の端数が生

じたときは、これを切り捨てる。

  （Ｅ）転換により発行する株式の内容

株式会社千葉興業銀行額面普通株式(現在１株の額面金額５００円)

＝
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 （Ｆ）転換請求受付場所

みずほ信託銀行株式会社

（Ｇ）転換の効力発生

転換の効力は、転換請求に要する書類及び本優先株式の株券が上記

（Ｆ）に記載する転換請求受付場所に到達したときに発生する。ただ

し、本優先株式の株券が発行されていないときは、株券の提出を要し

ない。

（Ｈ）普通株式への一斉転換

転換を請求し得べき期間中に転換請求のなかった本優先株式は、平成

２６年３月３１日(以下一斉転換日という)をもって、本優先株式１株

の払込金相当額をそのときの普通株式の時価で除して得られる数の普

通株式となる。この場合に使用する時価は、一斉転換日に先立つ４５

取引日目に始まる３０取引日の東京証券取引所における当行の普通株

式の普通取引の毎日の終値(気配表示を含む)の平均値(終値のない日

数を除く)とし、その計算は円位未満小数第２位まで算出し、その小数

第２位を四捨五入する。

ただし、当該時価が普通株式の額面金額または下限転換価額のいずれ

か高い金額を下回るときは、本優先株式１株の払込金相当額を当該い

ずれか高い金額で除して得られる数の普通株式となる。

上記の普通株式数の算出に当って１株に満たない端数が生じたときは、

商法に定める株式併合の場合に準じてこれを取扱う。

 （Ｉ）期中転換または一斉転換があった場合の取扱

本優先株式の転換により発行された普通株式に対する最初の利益配当

金または中間配当金は、転換の請求または一斉転換が４月１日から９

月３０日までになされたときは４月１日に、１０月１日から翌年３月

３１日までになされたときは１０月１日に、それぞれ転換があったも

のとみなしてこれを支払う。

（Ｊ）転換により発生する単位未満株式の買取

本優先株式の転換により単位未満株式が発生する場合、当行は、商法

に定める単位未満株式の買取請求がなされたものとしてこれを買取る。

（タ）上記各条項については、各種の法令に基づく届出、許認可の効力発生を条件

      とする。

（３）金額の算定根拠および当該自己資本の活用方針

  イ．金額の算定根拠

当行は、厳正な償却・引当も含め、多額の不良債権処理を行い、平成１２年
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３月期に６８８億円の当期損失を計上するのやむなきにいたり、自己資本比率

は０.４５％と著しく低下いたしました。

 平成１２年８月に第三者割当増資を行い、毀損した自己資本を充実し、自己

資本比率４％以上を確保いたしましたが、さらに財務基盤の安定化を図って競

争力を高めるには、公的資金の申請が不可欠と判断、平成１２年９月に申請を

行い、お引受をいただきました。

 金額については、一般的に信用度が高いと判断される自己資本比率８％台以

上を確保するため、６００億２５百万円といたしました。

   ロ．自己資本の活用方針

平成１２年９月に受け入れた自己資本につきましては、第一に県内の中小企業

及び個人向け貸出ニーズに優先的に対応する資金とし、安定的かつ円滑な資金

供給を行い、地域金融機関としての責務を果たしております。
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２．経営の合理化のための方策２．経営の合理化のための方策２．経営の合理化のための方策２．経営の合理化のための方策

（１）経営の現状および見通し

  イ．現在までの推移

  　　　当行は、昭和２７年の設立以来、地元の中小企業・個人のお客さまへの円滑な

資金供給と金融サ－ビスの提供に努めてまいりました。

  　　　しかし、平成に入ってからのバブル経済の崩壊以後の、長引く不況や土地・株

式等の資産価格の下落は、千葉県経済にも大きな影響を与え、当行の貸出資産も

大きな影響を蒙りました。

  　　　そのため、経営の効率化を図り、不良債権処理を進めてまいりましたが、全国

一を記録した千葉県の地価下落等の影響もあり、不良債権処理損失額は業務純益

の範囲では対処できず、平成１０年３月期、平成１１年３月期と赤字決算となり

ました。平成１２年３月期においても、金融監督庁の検査結果も踏まえ、厳格な

自己査定と厳正な償却・引当を行い、資産の健全化を図り、８２５億円の不良債

権処理を行った結果、６８８億円の損失を計上しました。

  　　　平成１３年３月期においては、「経営の健全化のための計画」および「再生へ

の戦略プラン  FOR  NEXTAGE  50 」により、４つの重点課題である「営業力の強

化」、「ロ－コスト経営の徹底」、「リスク管理力の強化」、「組織風土の刷新」

に注力し、さらに不良債権回収に全行を挙げて取組んだ結果、黒字転換を果たす

ことができました。

 

     決算の推移                                                （単位：億円）

９年３月期 １０年３月期 １１年３月期 １２年３月期 １３年３月期

業務粗利益 ４６１ ４７３ ３９９ ４１０ ３８８

業務純益 １５４ １８５ ９２ ６５ １５３

不良債権処理損失額 ９７ ４９７ ６２８ ８２５ １２０

経常利益 ２１ ▲２８６ ▲５３８ ▲７２５ １７

税引後当期利益 ６ ▲２８４ ▲３２０ ▲６８８ ２８

    （注）経常利益・税引後当期利益欄の▲印は損失を表示。

     公表不良債権残高と不良債権比率の推移                  （単位：億円、％）

９年３月期 １０年３月期 １１年３月期 １２年３月期 １３年３月期

不良債権額 ９５０ １，０８２ ２，００５ ２，１８８ １，９３０

総貸出金 １６，１６１ １６，１８８ １５，７７５ １４，１５０ １３，９４０

不良債権比率 ５.８７ ６.６８ １２.７１ １５.４６ １３.８５

    （注１）不良債権額は、延滞債権・金利減免債権・経営支援先債権を含む。平成

            １１年３月期よりリスク管理債権ベ－スで計上。
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（注２） 不良債権比率は総貸出金に占める不良債権額の割合。

     自己資本比率の推移                                    （単位：億円、％）

９年３月期 １０年３月期 １１年３月期 １２年３月期 １３年３月期

自己資本 １，２８７ １，１６３ ６１４ ５４ １，１８７

自己資本比率 ８.２７ ７.８２ ４.５６ ０.４５ ９.８９

    （注）自己資本は、基本的項目と補完的項目の合計

          自己資本比率は、平成９年３月期迄は国際統一基準、平成１０年３月期以降

          は修正国内基準

  ロ．平成１２年度決算の概況

（イ） 経営の環境

   　　　平成１３年３月期のわが国経済を概観しますと、期前半は IT 関連需要等に

支えられ、緩やかな景気回復基調を維持しましたが、期後半は米国経済の減

速等もあり、株安や円安が進み景気の後退色が強まりました。

   　　　当行の営業基盤である千葉県においては、厳しい雇用情勢、所得の伸び悩み、

個人消費の足踏み状態が続き、総じて景気回復に力強さの欠ける展開となっ

ています。特に地価動向については公示地価の下落率が住宅地、商業地とも

に全国一を記録する厳しい状況が続きました。

   　　　一方、金融業界においては、都市銀行を中心とした４大金融グループの誕生

や証券・保険等業態を超えた提携が進むなど、新たな再編の動きが相次ぎま

した。また、地方銀行においても提携等による競争力強化の動きや、コンビ

ニバンク等に代表される新しいチャネルを拡充する動きが本格化いたしまし

た。

 

  （ロ）当行の業況

          平成１３年３月期は、全行あげて「ちば興銀再生への挑戦」を開始した初年

度であります。平成１２年４月より本格導入したエリア営業体制のもと、地

域に密着した積極的な営業活動を展開、住宅ローンや投資信託の販売などが

好調に推移いたしました。また、更に一段の業務の効率化・アウトソーシン

グ等を進め、ローコスト経営の徹底による収益力の強化に努めました。これ

らにより、業績の回復にも確かな手応えを感じることができるようになりま

した。

          一方、財務の健全化を図るため、有価証券等の減損処理を実施するとともに、

全国一の地価下落に対しては厳格且つ適切に対応し、不良債権の十分な償

却・引当を進めてまいりました。

          このように全行一丸となって業績回復に取り組んだ結果、業績は急速に回復
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し、平成１３年３月期は、当期利益２８億１８百万円の業績をあげることが

でき、「経営の健全化のための計画」を上回ることができました。

 

（ハ） 主要勘定

     Ａ．預金の状況

   預金については、店舗の統廃合を計画どおり進めたことや投資信託（平成 １２年

３月末比１９０億円増）などの預金以外の預り資産の増強に注力したことも

あり、平成１３年３月期末預金残高は譲渡性預金を含め、平成１２年３月末

比８５２億円減少し１兆７，９７２億円となりました。

 

     Ｂ．貸出金の状況

   貸出金については、景気低迷による資金需要が減少するなか、住宅ロ－ンや中小

企業向け貸出増強などに注力し、地域経済発展のために円滑な資金供給に努

めました。

   　　　しかしながら、貸出金の内容改善を図るため、不良債権の積極的な削減を

図ったこと等から、平成１２年３月末比２０９億円減少し、１兆３，９４０

億円となりました。中小企業向け貸出残高は、８，９１７億円、個人向け貸

出は３，３２０億円となっております。

   　　　なお、不良債権処理等の減少要因を除いた実勢ベ－スでは、国内貸出残高

１兆４，２９６億円（平成１２年３月比１４６億円増加）、中小企業向け貸

出残高は９，２２４億円（同３０億円増加）、個人向貸出は３，３５７億円

（同１２１億円増加）となりました。

 

     Ｃ．有価証券

   　　　有価証券については、安定的な資金運用を図る観点から地方債・金融債を

中心に積み増し、平成１２年３月末比４６６億円増加し、４，１３０億円と

なりました。

 

     Ｄ．自己資本比率

   平成１２年３月期決算において多額の不良債権処理を行ったことから、平

成１２年３月末の自己資本比率は０．４５％となりましたが、平成１２年８

月に富士銀行をはじめとする約２８０億円の第三者割当増資を実施し、さら

により一層の自己資本の充実を図るため、平成１２年９月に約６００億円の

公的資金を導入いたしました。この一連の増資・公的資金の導入により、自

己資本比率は平成１２年９月末は９.９５％、平成１３年３月末には９.８

９％となりました。
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  （ニ）収益状況

     Ａ．業務粗利益

           平成１３年３月期の業務粗利益は、３８８億円となりました。貸出金平均

残高が経営健全化計画目標未達となったことから、貸出金収益が計画を下回

りましたが、預金調達費用の減少等により、経営健全化計画３８４億円を上

回りました。

     Ｂ．経費

           経費につきましては、徹底的に削減を図った結果、２３６億円と経営健全

化計画２４６億円を９億円下回りました。内訳としては、人件費１１０億円

（経営健全化計画比▲４億円）、物件費１１４億円（経営健全化計画比

         ▲３億円）、税金１１億円（経営健全化計画比▲１億円）となりました。

     Ｃ．業務純益

           平成１３年３月期の業務純益は１５３億円となり、経営健全化計画１５５

億円を２億円下回りましたが、本来の営業成績を表す一般貸倒引当金繰入前

の業務純益においては、経営健全化計画１３７億円に対し１５１億円と１４

億円上回りました。

     Ｄ．資産の健全化

           千葉県においては、公示価格の下落率が住宅地・商業地とも引き続き全国

一となる等、厳しい環境が続きました。このような地価下落への適切な対応

等の観点から厳格な自己査定のもと、不良債権の償却・引当処理を行いまし

た。

           その結果、経営健全化計画では１００億円の不良債権処理損失を見込んで

おりましたが、実績では１２０億円となりました。

            しかしながら、不良債権の回収を一段と強化したことにより、償却債権取

          立益２２億円を特別利益に計上しており、このうち平成１２年９月中間期に

償却した債権の取立益が１７億円あり、これを控除すると１０２億円の不良

債権等処理となり、ほぼ経営健全化計画どおりの実績となりました。

     Ｅ．経常利益

   経常利益は１，７７５百万円と経営健全化計画２，４１１百万円を６３６

百万円下回りました。

     Ｆ．税引後当期利益

   　　税引後当期利益は２，８１８百万円と経営健全化計画２，３２７百万円を

４９１百万円上回りました。

     Ｇ．利回り等

           利回りについては、貸出金利回りは２.４５％と経営健全化計画２.４７％

に対し▲０.０２％、預金利回りは０.３２％とほぼ経営健全化計画どおり、

有価証券利回りは１.６４％と経営健全化計画１.９７％に対し▲０.３３％
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（償還損益を有価証券利息に勘定処理した要因を除けばほぼ見込みどおり）

となりました。

           また、経費率については、１.３０％と経営健全化計画１.３３％を下回っ

たことから預貸金利鞘は０.８３％と経営健全化計画０.８２％を上回りまし

た。

           貸出金利回りについては、信用リスク等を織込んだ適正なプライシングに

よる利回りの改善に努めております。

  （ホ）配当

          普通株式への配当につきましては、黒字転換を果たしたものの、内部留保の

蓄積による自己資本の充実が必要なため、無配とさせていただきました。

  ハ．今後の業績見通し

   　　　平成１２年度よりスタ－トした「再生への戦略プラン FOR NEXTAGE 50 」に基

づき、新生ちば興銀への再生を図ってまいります。

  （イ）運用計画

          総資産につきましては、地元中小企業向け貸出および個人ロ－ンを重点分野

とし、積極的に増加を図りますが、一方で不良債権の回収も一段と強化いたし

ますので、貸出金全体としてはほぼ横ばいの水準を見込んでおります。

  （ロ）収益計画

  　　　　 平成１３年度では、正味業務純益で１６６億円程度と前年度比ほぼ１０％程

度の増加を見込んでおります。

  （ハ）不良債権処理の見込

         資産の健全化については、景気低迷の長期化、高水準の地価下落、等に対応

       し厳格な自己査定のもと、引当・償却処理を行ってまいりました。

         今後については、足元の景気・地価動向等を踏まえ、また、緊急経済対策に

       よる不良債権の最終処理促進の動き等も勘案し平成１３、１４年度については

       やや高目の水準を見込んでおります。

   ＜平成１３年度以降の不良債権処理損失額見込＞

                                                         （単位：億円）

平成 13 年度 平成 14 年度 平成15年度 平成16年度

不良債権処理損失額見込 ９９ ９０ ６８ ３８
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   ＜不良債権比率（リスク管理債権／貸出金末残）＞

 　リスク管理債権ベ－スの不良債権比率は、不良債権の回収等を進めた結果、平成

　１２年度末は１３．８５％と１１年度末の１５．４６％から１．６１％低下しまた。

   しかしながら、この水準は未だ高く、不良債権の削減を重要な経営課題と認識し、

   全行をあげてその削減を図ってまいります。

   ＜与信費用比率（不良債権処分損／貸出金平残）＞

      与信費用比率については、平成１１年度は、金融監督庁の検査結果も踏え多額の

償却・引当を行ったことから、５．３９％と極めて高くなっておりますが、平成１

２年度は０．８６％と大幅に減少いたしました。今後については、上記に記載の不

良債権処理損失額見込に従い、平成１３年度は０．７１％、１４年度は０．６４％、

１５年度は０．４８％、１６年度は０．２７％と徐々に低下していく見込でありま

す。

  （ニ）自己資本比率

   　　　　平成１３年９月末においても、自己資本比率は９％台後半を維持する見込で

あり、その後劣後ロ－ンの返済等の減少要因もありますが、剰余金の蓄積等

により、平成１６年度末においても、９％台後半以上を維持する見込であり

ます。

  

（ホ）１４年度の収益計画の現計画からの修正について

        当期利益においては、平成１３年度は、３４億円、１４年度で６５億円、

      １５年度で７８億円、１６年度で１０５億円を見込んでおります。１４年度

      を除き、当初計画を上回る水準を見込んでおります。

          １４年度につきましては、緊急経済対策に盛り込まれた不良債権処理促進の

        動き及びそれに伴う影響等を勘案し、不良債権処理損失額計画を９０億円と当

        初計画比１４億円増額したことを主因に、当期利益６５億円と当初計画を１

        ６億円下回る見込みであります。

  （ヘ）上記に伴う更なるリストラと責任ある経営体制の確立について

        Ａ．更なるリストラ

          経営の合理化・効率化については、徹底的な経費削減に取り組んでまいりま

したが、今回の見直しにあたって、人件費については人員削減の前倒し実施

のほか、賞与の支給率回復ペ－スの見直しおよびインセンティブファンド（い

わゆる外メリット）の削減により、１３年度から１６年度までの賞与支給額

累計で５２７百万円の削減を図ってまいります。

          また、物件費についても、営業力の強化・事務の効率化等に資するシステム
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投資については、前向きに取り組んで行く一方、新規投資、アウトソ－シン

グ費用等を除いた経常的な一般物件費については、新たな切り口で詳細に見

直しをかけ、徹底的な削減を図ってまいります。

Ｂ．責任ある経営体制の確立

  また、今回見直しいたしました「経営の健全化のための計画」について、

当行は以下によりその確実な履行を図り、責任ある経営体制を確立してまい

ります。

      ａ．フォロ－アップ体制の強化

         当行は、「経営の健全化のための計画」の履行状況をフォローアップする

ため、頭取を委員長、常務役員・本部部長をメンバ－として、以下の２委員

会を昨年 10 月発足させ、それぞれ月１回開催し、経営の最重点課題として計

画の牽引を行う体制としております。

  　　　 経営健全化計画推進委員会…健全化計画を支える本部施策の実施状況につ

いて、各月次計画に基づきフォロ－を行い、現状分析・問題点・対策等を検

討しております。

   　　　経営健全化計画（計数）フォロ－アップ委員会…健全化計画の各計数目標を

月次ラップに落とし、達成状況を項目毎にフォロ－アップを行っております。

         加えて、本部においてもＰＤＣＡ制度を導入し、計画の履行のためのＰＤ

ＣＡを強化してまいります。

 　　ｂ．コンプライアンス、監査機能等の強化

  　　　 コンプライアンス体制については、その充実と整備を進めており、今年度

より関連会社についてもコンプライアンス管理ル－ルを導入し、ちば興銀グ

ル－プ全体のコンプライアンス体制の整備・充実を図っております。

   　　　 監査等については、本部各部に対する監査を昨年 12 月より開始し、支店に

ついては、監査役の往査、検査時のヒアリングによって本部施策の履行・執

行状況等をチェックしております。

    ｃ．ディスクロ－ジャ－の充実

         経営情報の公正な開示により経営の透明性を高め、当行経営を自ら律する

ことが、地域の株主、お取引先等の信頼と支持をいただくための基本である

と認識し、今後も以下の方策等により、一層充実させてまいります。

    ＊エリア別決算説明会の実施（県内各エリア・支店単位で当行の決算状況、 経

 営健全化計画の進捗状況、経営方針、不良債権処理問題への取組、等について

頭取以下役員が直接お取引先、株主等に対し説明し、意見交換を行う決算説明

会を今年７月に県内全域で順次開催いたしました。）

       ＊ミニ・ディスクロ－ズ誌の発行、ホ－ムペ－ジの充実
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（２）業務の再構築のための方策

当行の経営目標は、過去の経営の問題点を洗い出し、その克服のために、経営

体質を早期にかつ抜本的に再構築して、経営の自立・安定を図り、優良地域金融

機関として再生することであります。また、当行再生を図ることが、成長性・将

来性のある千葉県の地域金融機関としての責務であり、地域社会への貢献に資す

るものであると認識しております。

     ＜負の遺産との決別＞

  　　　当行は、戦後の千葉県の発展とともにその業容を拡大してまいりましたが、

千葉県は東京に隣接し都市銀行等の大手銀行との競争が激しいマ－ケットと、

地方的な色彩の強いマ－ケットが混在し、統一的な戦略が立てにくく、攻守と

もに極めて難しいマ－ケットであります。

  　　　バブル経済崩壊以降も当行は、従来からの量的拡大指向による地元競合行の

キャッチアップや、都市銀行追随型の総花的・ボリュ－ム重視の業務展開・経

営姿勢を取り続けました。この営業推進面に過度に傾斜した経営姿勢は、経営

危機に対する認識をも遅らせ、その結果、不良債権処理の遅れ、リストラへの

取組みの遅れ・対応の弱さ、役職員の新時代に対応する意識改革の遅れを招く

ことになりました。

  　　　今後は、中小企業と個人のマ－ケットに最重点を置き、お客さまに満足いた

だけるようなサ－ビスの提供に努めつつ、収益力の強化を図ってまいります。

  　　　また、過去の反省から、リスク管理の強化も重要課題として取り組んでおり

ます。

   

     ＜経営の健全化にむけての富士銀行の支援＞

         当行の喫緊の経営課題は、過去の反省にたち、富士銀行の支援・連携により、

資本の増強を図り、あわせて当行の４つの重点課題である「営業力の強化」、

      「ロ－コスト経営の徹底」、「リスク管理力の強化」、「組織風土の刷新」のた

めに、組織運営・営業面等の経営全般にわたるノウハウを短期間で集中的に導

入し、財務基盤および経営・組織運営を早期に抜本的に建て直すことでありま

す。
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イ．業務の再構築等の進捗状況

        当行は、平成１２年度より「再生への戦略プラン FOR  NEXTAGE 50 」に基づき、

「少数精鋭・高収益で地域に信頼されるコアバンク」を目指し新生ちば興銀への再

生を図っています。具体的には、４つの重点課題「営業力の強化」「ロ－コスト経

営の徹底」「リスク管理力の強化」「組織風土の刷新」を掲げております。

   

    ●当行の目指す姿
「少数精鋭「少数精鋭「少数精鋭「少数精鋭・高収益で地域に信頼されるコアバンク」として自立・高収益で地域に信頼されるコアバンク」として自立・高収益で地域に信頼されるコアバンク」として自立・高収益で地域に信頼されるコアバンク」として自立・再生・再生・再生・再生

                                                （単位：億円・人・％）

平成１２年度実績 平成１６年度目標 増    減

業務粗利益 ３８８ ４５１ ６３

経    費 ２３６ ２３８ １

正味業務純益 １４９ ２１３ ６２

不良債権処理損失額 １２０ ３８ ▲８１

当期利益 ２８ １０５ ７７

総 人 員 １，４７２ １，４３０ ▲４２

自己資本比率 ９.８９ １０.１３ ０.２４

   

経経経経    

営営営営    

体体体体    

質質質質    

のののの    

抜抜抜抜    

本本本本    

的的的的    

改改改改    

善善善善

財財財財    

務務務務    

体体体体    

質質質質    

のののの    

改改改改    

善善善善

＜重点課題＞＜重点課題＞＜重点課題＞＜重点課題＞ ＜富士銀行の支援＞＜富士銀行の支援＞＜富士銀行の支援＞＜富士銀行の支援＞

営業力の強化営業力の強化営業力の強化営業力の強化

ロ－コスト経営の徹底ロ－コスト経営の徹底ロ－コスト経営の徹底ロ－コスト経営の徹底

リスク管理力の強化リスク管理力の強化リスク管理力の強化リスク管理力の強化

組織風土の刷新組織風土の刷新組織風土の刷新組織風土の刷新

自己資本の充実自己資本の充実自己資本の充実自己資本の充実

 ＊人的サポ－トによる

   ノウハウ・スキルを注入

＊グル－プ企業との連携による

  情報・サ－ビス提供力の強化

＊業務提携（アウトソ－ス）

12 年８月、250 億円の増資引受

   ＊持分法適用関連会社

経営管理能力の強化経営管理能力の強化経営管理能力の強化経営管理能力の強化

営業力営業力営業力営業力・収益力強化・収益力強化・収益力強化・収益力強化

第三者割当増資第三者割当増資第三者割当増資第三者割当増資
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  ロ．営業力の強化

当行は、これからの営業戦略の柱として、地域特性に応じたマ－ケット戦略の

考え方を取り入れ、平成１２年４月より「エリア営業体制」を導入いたしまし

た。

また、富士銀行との連携により、営業店収益管理手法の改革、営業店目標・表

彰制度の改定等を行い、営業力強化の基本を支える業績推進・管理手法の革新

を図っております。そして、総合金融サ－ビス提供力を強化し、千葉県内全域

の法人・個人のお客さまにお役にたつ情報・商品・サ－ビスを提供し、お客さ

まの利便性の向上を図っております。

エエエエ        リリリリ        アアアア        営営営営        業業業業        体体体体        制制制制        のののの        確確確確        立立立立

中小企業貸出中小企業貸出中小企業貸出中小企業貸出 個人ロ－ン個人ロ－ン個人ロ－ン個人ロ－ン 個人預り資産個人預り資産個人預り資産個人預り資産

重重重重   
   
   
   

点点点点   
   
   
   

施施施施   
   
   
   

策策策策

＊セグメント別新商品の

開発

＊法人新規開拓の強化

エリア法人部長の配置

＊保証協会保証付貸出の

増強

＊住宅ロ－ンセンタ－の

増設

＊地元住宅関連業者との

連携強化

＊自動審査システムによる

スピ－ド融資

＊新商品の発売

＊投信販売網の拡大

＊コスモスクラブ会員の

増強

＊ フィナンシャルプロダ

クト推進室業務の強化

＊ＦＡ約５００名の活用

 

富
士
銀
行
と
の
連
携
強
化

富
士
銀
行
と
の
連
携
強
化

富
士
銀
行
と
の
連
携
強
化

富
士
銀
行
と
の
連
携
強
化

＊法人開拓のノウハウ

  導入・人材の育成

＊ お取引先企業の経営全

般に亘るコンサルティ

ング機能の強化

      

＊ロ－ン販売のノウハウ

  導入

＊新商品企画とマ－ケティ

  ングのノウハウ導入

＊投信・外貨預金商品の

ラインアップ拡充

＊資産家層向け相談業務・

  情報サ－ビス提供力の

  強化

富士銀行グル－プとの連携による情報富士銀行グル－プとの連携による情報富士銀行グル－プとの連携による情報富士銀行グル－プとの連携による情報・サ－ビス提供力の強化・サ－ビス提供力の強化・サ－ビス提供力の強化・サ－ビス提供力の強化

富士銀行のノウハウ導入による業績推進富士銀行のノウハウ導入による業績推進富士銀行のノウハウ導入による業績推進富士銀行のノウハウ導入による業績推進・管理手法の革新・管理手法の革新・管理手法の革新・管理手法の革新

営営営営        業業業業        力力力力        のののの        強強強強        化化化化
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     ＜エリア営業体制の導入＞

   平成１２年４月よりエリア営業体制を導入し、経済規模、人口・企業集積度、

金融機関の競合状況等から千葉県全体を３つの地域（戦略ユニット）に分割し、

地域特性にあった営業戦略を構築いたしております。さらに各戦略ユニットを

それぞれ２つに分割して６つのエリアを設定し、各エリアには、執行役員・参

事クラスのエリア営業本部長を配置しております。これは、各地域の現状にあ

った営業推進施策の実施とともに、顧客ニーズヘの対応力強化とスピ－ド力を

一層高めることによる現場重視の経営、さらに地域特性に応じた木目細やかな

営業体制を構築するためのものであります。

   エリア営業本部長は担当エリアの営業推進全般にわたり戦略・戦術、各支店

の目標・役割課題の決定、戦力の極大化を図り、あわせて既存取引先の取引深

化、新規取引先の開拓にあたっております。

  

＜ エ リ ア 区 分 ＞

       戦略ユニット          管理ユニット

千葉市およびその周辺地域 第１エリア 第２エリア

東京近郊地域 第３エリア 第４エリア

東総・県南地域 第５エリア 第６エリア

     ＜店舗の再編＞

   店舗の形態については、フルバンク機能を持つ一般店舗と、住宅・消費者ロ

－ンの個人向貸出中心に営業する個人特化店（法人貸出取引は近隣のフルバン

ク店舗に移管）の２種類に区分いたしました。

（イ） 中小企業貸出増強

           当行は、地元企業の資金調達ニ－ズに応えて円滑な資金供給に注力してま

いりましたが、コンサルティング機能や情報提供力の更なる強化により、今

後も多様化・高度化する企業ニ－ズにお応えしてまいります。

       Ａ．エリア法人担当部長の設置とエリア法人営業部への再編

    各エリアに法人取引開拓に特化したエリア法人担当部長を配置し（平成

  １２年７月）、営業店とも密接に連携しながら新規取引先の開拓を図ってま

いりました。平成１３年４月より、このエリア法人担当部長制度を再編し、

戦力を増強したうえで各エリア毎にエリア法人営業部を設置し、中小企業貸

出の増強を図っております。
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       Ｂ．コンサルティング機能の強化

  プライベートバンキング（ＰＢ）室によるコンサルティング機能を強化お

よび富士銀行グル－プとの連携により、事業承継、資産の有効活用、新規上

場、ベンチャ－キャピタル、起債ニ－ズ等にお応えする総合金融サ－ビス提

供力・情報提供力を強化させるとともに、約５００名のファイナンシャルア

ドバイザ－有資格者を法人渉外部門に配置し、地域金融機関ならではの木目

細やかなサ－ビス提供に努めております。

  なお、ＰＢ室はその機能を一層強化するため、平成１３年４月にフィナン

シャルプロダクト推進室に改組いたしました。

     Ｃ．事業金融強化プログラムの推進

             エリア営業体制のもと、中小企業貸出増強を図るための重点施策として、

富士銀行のノウハウを導入しながら、企業実態把握・資金ニ－ズ発掘力向上

のため「事業金融強化プログラム」の導入（平成１２年上期より実施）をい

たしました。この推進により融資渉外力を強化し、取引拡大・新規法人貸出

先開拓を図っております。

     Ｄ．新商品の開発

     平成１２年５月「ニュ－ビジネスパワ－２０００」、平成１２年７月「エ

キストラビジネスパワ－２０００」、平成１３年１月「エキストラビジネス

パワ－Ⅱ」を発売いたしました。（いずれも期間限定の低金利固定ファンド

商品として発売）

  （ロ）個人ロ－ン増強

        住宅ロ－ン・消費者ロ－ンなどの個人ロ－ンについては、個人取引の基盤拡

充の中心・重要な収益基盤として位置づけ、積極的に増強に努めております。

     Ａ．住宅ロ－ンセンタ－の新設

         住宅ロ－ン増強のため、新しいチャネルとして、２カ所の住宅ロ－ンセン

タ－を新設し（平成１２年７月に津田沼地区、千葉地区）住宅ロ－ンの相談・

受付と地元住宅販売業者・ハウスメ－カ－・マンション業者への住宅ロ－ン

販売拠点として、地元密着の住宅ロ－ン推進体制を強化しました。

         さらに平成１３年４月に１カ所、柏に住宅ロ－ンセンタ－を増設し、戦力

も増強しました。今後も、各エリアに１カ所程度の設置を目指しております。

     Ｂ．消費者ロ－ンの審査体制整備

 個人ロ－ン増強のため、「自動審査システム」を導入し（平成１２年３月）、
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消費者ロ－ン審査の省力化とＦＡＸ受付等の開始によるスピ－ド化を図る

とともに、リスク管理デ－タの蓄積および分析による受付審査体制の強化・

拡充を図っております。

     Ｃ．コンサルティング機能の強化

           フィナンシャルプロダクト推進室を中心としたコンサルティング機能の強

化により、スピ－ディな資産有効活用等の相談業務の拡充を図り、資金調達

ニーズに積極的にお応えし、各種ローンの販売強化を図っております。

           また、各種業者とのネットワークの拡大により、有効活用案件に対する提

案能力の強化を図っております。

     Ｄ．新商品の開発

           多様化するお客さまニ－ズにお応えするため、従来の「コスモスホ－ムロ

－ン」に加え「無担保借換え住宅ロ－ン」（平成１２年３月）、

        「ＦＯＲＮＥＸＴＡＧＥ（住換えホ－ムロ－ン）（居宅購入ホ－ムロ－ン）」

（平成１２年１１月）等の新商品の開発を行いました。

  （ハ）個人預り資産増強

当行は、個人預金を今後も重要な基盤として位置づけ、チャネルの拡充、新

商品・新サービスの提供等によりローコスト化を図りながら、お客様のニーズ

にあった推進を行ってまいります。

       Ａ．投資信託販売の強化

     投信については、平成１２年度下半期までに全行員販売体制を構築、取扱

ファンドも１１ファンドと拡充し、多様なお客さまのニ－ズにお応えしてお

ります。

     １３年度も本部支援体制の整備、各エリアへの投信アドバイザ－の配置、

コ－ルセンタ－による投信販売開始等の増強策を実施しました。また今後は

定時定額購入サ－ビス開始を計画する等、販売チャネルの拡大と顧客サ－ビ

スの向上に努めてまいります。

       Ｂ．ポイント制「コスモスクラブ」の拡大

     ポイントサ－ビス制度の「コスモスクラブ」を平成１１年７月に発足し、

平成１３年３月末には会員数は９７，０８０人となりました。

     「コスモスクラブ」には、「給与振込ご指定会員」「年金お受取り会員」

「年金お受取りご予約会員」の３種類があり、今後も個人預金取引の重点セ

グメントである年金・給与振込取引先の拡大を推進してまいります。
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     Ｃ．各種相談会・セミナーの拡充

           お客様の年金に関する様々なご相談に対応すべく、平成８年１１月から社

会保険労務士による「年金相談会」を開始いたしました。平成１２年度にお

いては、延べ１５３回開催し、延べ参加人数は１，６３８人となっておりま

す。

           また平成１１年度下半期からは金融資産運用ニーズの高まりを受け、「資

産運用セミナー」も開催し、さらに平成１２年度からは富士銀行グル－プの

安田信託銀行との連携による「相続・遺言セミナー」を開催しております。

       Ｄ．コンサルティング機能の強化

             平成１２年４月からのエリア営業制度の導入に合わせ、フィナンシャルプ

ロダクト推進室より各エリアに１名ずつ合計６名のエリア・フィナンシャ

ル・プロダクタ－を配置し、営業店と連携して高度化・多様化する資産運用

ニ－ズへの対応、相談業務の強化に努めております。

       Ｅ．新商品の開発

             平成１３年４月に、地元球団である千葉ロッテマリ－ンズの応援定期預金

「マリ－ンズ優勝応援団」をテレフォンバンキング会員専用として発売、同

じく平成１３年４月に、金利を優遇した２年物定期預金「ス－パ－定期ＶＩ

ＶＡ２００１」を発売し、どちらも期間限定商品として取扱いご好評をいた

だいております。

             また、１３年５月より資産運用セットプラン「トリプルアロ－ズ」（株式

投信・外貨定期預金と金利優遇の６カ月ス－パ－定期預金のセット商品）を

発売いたしました。

  （ニ）お客さまとの接点の多様化

 営業力の強化（中小企業貸出増強・個人ロ－ン増強・個人預り資産増強）を

実現するため、お取引先へのサ－ビス提供力強化・多様化するお客さまのライ

フスタイルやニ－ズに対応するため、チャネルの強化・拡充を進めております。

     Ａ．住宅ロ－ンセンタ－の設置

           住宅ロ－ン増強のため、平成１２年度中に２カ所の住宅ロ－ンセンタ－を

設置しました。（１３年４月に１カ所増設）

     Ｂ．フィナンシャルプロダクト推進室の設置（コンサルティング機能強化）

           個人資産家層・法人への高度なコンサルティングサ－ビスを強化するため、

ＦＰ１級有資格者を配置し、ハイスキル渉外のサポ－トを行っております。
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     Ｃ．渉外スタッフ（パ－トタイマ－）の増強

           個人向け渉外戦力増強のため、渉外スタッフを増強し、定期預金の獲得・

書替え、年金の指定獲得等の個人営業基盤の増強を図っております。

     Ｄ．テレフォンバンキング（コ－ルセンタ－）の強化

           コ－ルセンタ－による定期預金の期日案内・年金相談会のご案内や、振込・

振替・定期預金作成等のテレフォンバンキング・サ－ビス機能を大幅に強化

し、お客さまの利便性を向上させました。また、平成１３年度からは、コ－

ルセンタ－による投資信託の販売の開始を計画するなど、プロフィットセン

タ－としての機能も強化してまいります。

     Ｅ．インタ－ネットバンキング・モバイルバンキングサ－ビス

           インタ－ネットバンキング・サ－ビスに加え、平成１２年４月よりｉモ－

ドを利用したモバイルバンキング・サ－ビス(残高照会･取引明細照会等)を

開始しました。今後、振込・定期預金作成等の機能を加え、利便性の向上に

努めてまいります。

     Ｆ．ＡＴＭネットワ－ク網の拡充

         ＡＴＭネットワ－クの一層の拡充を図るため、従来からの富士銀行とのＡ

ＴＭ相互無料開放（平成１１年９月実施）、郵貯とのオンライン提携（支払・

残高照会／平成１１年１０月実施、相互入金／平成１３年１月実施）に加え、

平成１２年８月より県内の２信用金庫とのＡＴＭ相互無料開放を開始いたし

ました。
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  ハ．ロ－コスト経営の徹底

店     舗 人     員 事務システム

重

点

施

策

＊店舗政策の見直し

＊個人特化型店舗の導入

＊住宅ロ－ンセンタ－の

 設置

＊人員の削減

 

＊組織活性化による生産

 性の向上（人事制度改革

 と人材のレベルアップ）

 

＊定年制見直し

＊システムの共同化とア

  ウトソ－シング

＊営業店後方事務の集中

  化とアウトソ－シング

＊営業店端末の更改と汎

  用ＯＳによるＬＡＮ化

富

士

銀

行

と

の

連

携

＊マ－ケット分析・店別

  採算管理手法の導入

 

＊ＡＴＭ相互利用による

ネットワ－ク網の効率

的展開

＊研修制度のノウハウ導

 入と講師の受入れ

 

＊トレ－ニ－の派遣

 

＊人事制度改革のノウハ

 ウ導入

＊事務効率化企画の推進

  ・ノウハウ導入

１．経費計画  （平成８年度実績）  （平成１２年度実績）   （平成１６年度計画）  （削減率（８年間））

 　　経    費    ３０７億円  →   ２３６億円   →    ２３８億円       ２２．２％

    人 件 費    １７０億円  →   １１０億円   →    １０６億円       ３７．７％

    物 件 費    １２３億円  →   １１４億円   →    １２０億円         ２．１％

２． 人員計画  （平成８年度実績）  （平成１２年度実績）   （平成１６年度計画）  （削減率（８年間））

    行 員 数   ２，０４２人 →  １，４７２人  →   １，４３０人      ２９．９％

   (総人員ベ－ス）

３．店舗計画  （平成８年度実績）  （平成１２年度実績）   （平成１６年度計画）  （削減率（８年間））

 　　店 舗 数     ９３ヶ店   →    ７４ヶ店    →     ７１ヶ店       ２３．６％

４．役    員  （平成８年度実績）  （平成１２年度実績）   （平成１６年度計画）  （削減率（８年間））

    役 員 数       ２０人   →        ８人    →         ９人       ５５．０％

 

  

ロ－コスト経営の徹底ロ－コスト経営の徹底ロ－コスト経営の徹底ロ－コスト経営の徹底

計画と実績
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          当行は、従来より効率的な営業推進体制を目指し店舗・人員の見直しを含

む人件費・物件費の削減に努力してまいりました。今後とも激変する金融環

境を勝ち抜く新しい効率的な経営体制の構築を目指し、戦略的な事業の再構

築とリストラを進め、ロ－コスト経営の徹底により、経営体質の強化・経営

効率の向上を図ってまいります。

  （イ）人員の削減

    総人員は、平成６年度をピークとして以降、人員を削減しておりますが、

平成１２年２月には、早期退職特別優遇措置を実施（１１６人退職）し、さ

らに店舗統廃合の実施、業務の効率化等により、総人員で平成１３年３月末

には、１，４７２人（平成１２年３月末比１８８人減少）となりました。

   平成１３年度以降についても、エリア営業体制のもとで店舗統廃合・本部

営業店組識のスリム化・業務の効率化・アウトソ－シング等を推進するとと

もに、新卒採用の抑制・出向の促進等により、平成１４年３月末には、総人

員１，４３０人、実働１，１９５人体制を実現してまいります。

     また、本部・営業店のスリム化・業務の効率化を図っていく一方、人的資

源を営業戦力に傾斜配分し、営業力の強化を図ってまいります。

     役員についても、取締役会の機能強化と迅速な意思決定を図るため、平成

１１年７月に執行役員制度を導入し、取締役を１６名から６名に大幅に削減

し、監査役４名を含め１０名としました。さらに平成１２年６月の役員改選

において２名削減し、取締役４名監査役４名の８名体制としております。

［人員推移］                                                （単位：人）

平成 8年度 平成 12 年度
増減

(8 年度比）
平成16年度

増減

(12 年度比）

実働人員 1,964 1,255 ▲709 1,195 ▲60

出向者数 78 217 139 235 18

総人員 2,042 1,472 ▲570 1,430 ▲42

（ロ） 店舗の統廃合

          平成１１年度以降不採算店舗を中心に店舗を統廃合し、また住宅地店舗の

法人融資機能を近隣のフルバンキング店舗に移管して個人特化店とする等、

店舗網・チャネルの再編を進めてまいりました。この結果、平成１３年３月

末ではフルバンク店６０カ店、個人特化店１４カ店の７４カ店となりました

（平成１２年３月比▲１０カ店）。さらに、平成１３年５月末には７１カ店

体制（一般店６０カ店、特化店１１カ店）となり、当初の店舗統廃合計画は

終了いたしました。
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［店舗統廃合と個人特化店化の実績と計画］

平成 11 年 3 月末 平成 13 年 3 月末 平成 13 年 5 月末

一  般  店 ９１ヵ店 ６０ヵ店 ６０ヵ店

個人特化店 ０ヵ店 １４ヵ店 １１ヵ店

出  張  所 ２ヵ店 ０ヵ店 ０ヵ店

合      計 ９３ヵ店 ７４ヵ店 ７１ヵ店

     

   （ハ）経費

     このように、ロ－コスト経営の徹底を図り、人員・店舗の見直しをはじめ、

様々な経費節減策を実施することにより、経費の一層の削減を図っておりま

す。

     Ａ．人件費

     （Ａ）人件費の削減

          人員削減に加え、①平成８年からベ－スアップ凍結、②賞与支給率の大

幅削減（平成１２年度は平成９年度比約１／４の支給率）、③平成１２年

度から支店長級以上行員の定例給与を７．５％～２０％カット、④給食制

度・昼食手当の廃止、⑤平成１３年度から退職金支給水準の２０％程度の

引下げによる退職給付引当金の削減、⑥出向の促進等を実施し、人件費の

削減を進めております。

          なお、１４年３月期、１５年３月期の平均給与月額については、当初計

画がそれぞれ４０１千円、３９８千円でありましたが、今回の見直し計画

では、各々４１２千円、４０７千円と当初計画を上回っております。これ

は、当初計画の見込より人員の年齢構成が高くなったことおよび労働時間

の増加等に伴う諸手当の増加が主因であります。

     （Ｂ）役員報酬の削減

             役員報酬については、平成８年度からの据え置きに加え、平成１０年７

月からは、１０％～２０％の減俸を実施し、さらに平成１１年５月からは、

最高５０％の減俸を実施しております。また、役員賞与は、平成８年度か

ら支給しておりません。

     Ｂ．物件費

   　　　　人件費と同様に、物件費についても従来より削減に取り組んでまいりまし

たが、業務の効率化による削減、店舗統廃合による賃借料の削減、一般物件

 　　　　費のＣＡＰ制導入・徹底した節約等により、あらゆる分野において削減を図

 　　　　っております。
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   　　  一方で機械化関連投資につきましては、費用対効果を十分検討し、営業戦

略上必要なシステム投資・業務効率化のための機械化投資等に取り組んでま

いります。

     （Ａ）業務の効率化及びアウトソ－シング

業務の効率化を図るために、為替ＯＣＲの取扱拡大、ＣＩＦ登録事務集

中、ＭＩＣＲ印字本部集中、地区センタ－業務拡大といった、営業店事務

の本部集中を拡大し効率化を推進しております。

また、店外ＡＴＭの保守管理拡大、不動産担保実査業務、現金整理業務

等、事務集中部門の関連会社へのアウトソ－シング促進やメ－ル便の地元

３行共同化等により、経営のロ－コスト化を図ってまいりました。今後も、

業務のスリム化・効率化を進めてまいります。

また、平成１３年６月に基幹系システムの共同化／アウトソ－シング

のため、ＮＴＴデ－タの「地銀共同センタ－」への参加を決定しました。

この決定により、基幹系システムは自前主義から転換し、先進のＩＴ

ベンダ－に任せ、限られた経営資源は戦略情報系システムに集中し、シ

ステムインフラの向上とシステム関連コストの削減を図ってまいります。

 

 ［主な機械化投資案件］

目   的 内    容 時    期

営 業 戦 略 投信定時定額購入システム 平成年度１３年度

〃 テレフォンバンキング投信販売シ

ステム

     〃

営業店事務効率化 端末機更改とソフト汎用ＯＳ化 平成１１年度より更改中

〃 印鑑照会システム 平成１３年度

本部事務効率化 投信システムの勘定系システム接

続

平成１３年度



28

  ニ．リスク管理力の強化

  （イ）事業金融力の強化

  　　　　 当行が、過去に多額の不良債権を発生させた反省を踏まえ、また、当行の収

益強化の柱である中小企業貸出、個人ロ－ンの推進等を行うためにも、信用リ

スク管理体制の再構築は、重要な経営課題の一つと認識しております。

   　　 信用リスク管理体制を建て直す原点は、「与信業務の出発点は取引先の実態

把握にある」との基本認識から、平成１２年６月より全行的に「事業金融強

化プログラム」を導入し、融資に強い人材の育成と、本部・営業店の信用リ

スク管理体制の強化を進めました。

        平成１２年７月からは、富士銀行のノウハウを取り入れて営業店向けの新た

な研修を開始し、平成１２年度下半期に受講者は延べ約１，０００人を数え、

融資業務知識の大幅なレベルアップを図っております。

 

      事業金融強化プログラム導入により実施した主な項目は次のとおりです。

        ｏ営業店行員の融資渉外能力向上のための研修強化

リスク管理力の強化リスク管理力の強化リスク管理力の強化リスク管理力の強化

事業金融力の強化事業金融力の強化事業金融力の強化事業金融力の強化 不良債権回収の強化不良債権回収の強化不良債権回収の強化不良債権回収の強化 リスク管理体制の強化リスク管理体制の強化リスク管理体制の強化リスク管理体制の強化

＊事業金融強化プロ

グラムの実行

 ＊審査ラインの増強

 ＊稟議審査のスキル

 アップ

＊権限体系の見直し

 ＊本部組織の見直し

 管理・回収体制の

 強化～明確な方針

 決定とﾌﾟﾛｾｽﾁｪｯｸ

 ＊担保評価・管理体

 制の整備

 ＊事務管理の強化
 ＊市場リスク管理体
 制の整備
 ＊ＡＬＭ体制の整備
＊リスク・モニタリ
ング体制の整備

＊ 関連会社与信リスク
 管理体制強化

＊事業金融強化プロ

グラムの実行ノウ

ハウ・ツ－ル導入

＊人材招聘による審

査能力の増強と人

材育成

 ＊不良債権管理・回

 収のノウハウ導入

＊ 富士銀行グル－プ

との提携による担

保不動産の任意売

却促進

＊事務管理のノウハ

ウ導入

 ＊マ－ケット関連リ

 スク管理、リスク

 モニタリングのノ

 ウハウ導入
     

重重重重   
   
   
   

点点点点   
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 ｏ本部営業店の信用リスク管理体制強化

 ・稟議書等のツ－ルの改訂、各種規程の改定・整備等

 ・審査役の増員（副審査役の配置）による審査ラインの増強

       ・審査役による営業店臨店指導

          

  （ロ）不良債権回収の強化

       当行は多額の不良債権を抱えているにもかかわらず、不良債権回収のための

施策が充分でなかったことから不良債権の処理が遅れ、これが更に経営体力

を弱める結果となりました。この反省に基づき不良債権の回収・削減は、当

行の喫緊の重要課題として位置付け、全力をあげ回収に取り組んでおります。

     Ａ．ＳＢ会議の設置

           不良債権処理を経営の最重要課題として認識し、銀行全体としての取組み

強化を図り、回収計画をより実践的なものとするために、平成１２年６月、

全常務役員・関連部長による「ＳＢ（サウンド・バンキング～不良債権処理

を推進し健全な銀行を目指す）会議」を新設いたしました。この会議により、

経営課題・企業

ニ－ズの発掘

 当行のサ－ビス当行のサ－ビス当行のサ－ビス当行のサ－ビス・・・・

    ビジネスチャンスビジネスチャンスビジネスチャンスビジネスチャンス

 信用リスク管理信用リスク管理信用リスク管理信用リスク管理

                の強化の強化の強化の強化

企業実態企業実態企業実態企業実態
の把握の把握の把握の把握

与信判断事業情報 債権保全

の強化

    ＜企業実態把握＜企業実態把握＜企業実態把握＜企業実態把握

手段の見直し＞手段の見直し＞手段の見直し＞手段の見直し＞

～実態把握ツ－ル

  の見直しと活用

  の強化～

 ＜営業店の推進＜営業店の推進＜営業店の推進＜営業店の推進

    体制強化＞体制強化＞体制強化＞体制強化＞

  ～企業実態把握

    には何が必要

    か～

 ＜本部の推進＜本部の推進＜本部の推進＜本部の推進

            体制強化＞体制強化＞体制強化＞体制強化＞

  ～本部体制の見

    直しと

  指導の徹底～

＜研修強化＞＜研修強化＞＜研修強化＞＜研修強化＞

～企業実態把握

  のスキルアップ～

事業金融強化プログラム事業金融強化プログラム事業金融強化プログラム事業金融強化プログラム
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個社別の対処方針を決定し、回収・削減計画、役割分担、フォローアップ、

責任体制を明確にしております。

     

     Ｂ．支店ＳＢ会議の新設

           平成１２年１０月より、営業店においても「支店ＳＢ会議」を開催し、不

良債権回収にあたる本部・営業店の役割分担と責任体制を明確化し、効率的

な回収体制を目指しております。

     Ｃ．審査渉外室の設置

           特定先に対する経営指導と支店ＳＢ会議の機動的対応を図るため、平成

         １３年４月にこれまでの審査部審査渉外担当を改組し、「審査渉外室」を設

置しました。

     

     Ｄ．インフラの整備

           富士銀行からのノウハウ導入により、データの集積・分析・活用するため

のインフラの整備、管理・回収の工程管理手法を導入し、不良債権回収強化

を図っております。

  （ハ）リスク管理体制の強化

信用リスク管理強化（事業金融強化プログラム導入・不良債権回収強化）に

加え、その他のリスクについても管理体制強化のため、富士銀行のノウハウ

等も参考に各種規程の策定・見直しを積極的に進めております。

リスク管理の状況については、図表１２にまとめてございます。

          （また、平成１３年５月にリスク管理の統括部署を監査部よりリスク評価室

            に変更いたしました。）
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  ホ．組織風土の刷新

     

    当行は、営業力強化・ロ－コスト経営の徹底により収益力の強化を図り、あわせて

リスク管理力の強化により経営の再構築を図っておりますが、これらを推進してい

くためにも、組織風土の刷新と人事の活性化が必要と認識しております。

  （イ）人事の活性化施策

            人員・人件費の削減を進めるなかにおいても、従来の年功序列型の人事制

度を改革し、業績評価を重視した人事体系と評価システムを確立、役職定年

制の導入・役職登用年齢の引下げ・ポスト公募制の実施等により、人事の若

返り・若手登用による組織の活性化を進め、関連会社も含めた組織風土の刷

新を図っております。

     Ａ．人事の若返り・女性行員の登用

           役職者の高年齢化・男性偏重により人事が停滞している現状にあり、これ

組織風土の刷新組織風土の刷新組織風土の刷新組織風土の刷新

人事の活性化  人材のレベルアップ ＣＳの向上

＊業績評価の人事体系

と評価システムの確

立

 ＊若手登用等による

 組織の活性化

 

 ＊融資に強い人材

 作り

 

 ＊階層別研修体系

 の見直し

 ＊ＣＳナンバ－ワン

 運動の展開

 

 ＊ＣＳ向上による

 地域・取引先の

 信頼回復

＊人事制度・運営の

  ノウハウ導入

 ＊インセンティブ

 付与のノウハウ

 導入

 ＊営業店実態把握の

 ノウハウ導入

 ＊研修体系再構築の

 ノウハウ導入

  

＊ＣＤＰのノウハウ

導入

＊ＣＳ向上のノウハ

ウ導入

 ＊ＣＳツ－ル、手法

   の導入

  

重重重重   
   
   
   

点点点点   
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を改善するために、人事の若返り・女性行員の登用を推進します。人事の若

返りの方策として、平成１３年４月より役職定年制（支店長級行員５５才・

次長級行員５４才・支店長代理以下５３才）を段階実施し、役職登用年令の

引下げを逐次実施しております。女性行員の登用については、長期的な育成

スタンスに立ち、営業店長への登用を目指します。

      

     Ｂ．業績評価重視の評価制度

  成果に応える人事評価として、平成１１年に導入した目標による管理を主

軸とした公正で透明性の高い新人事評価制度を、さらに実のあるものへ定着

化させてまいります。

      

     Ｃ．ポスト公募制

      さらに行員のキャリア開発の希求に応えるために既に導入しているキャリ

アディべロップメント・プログラム（ＣＤＰ）を定着化させ、配属に反映さ

せてまいります。その一環として、本部スタッフ・営業店長等のポスト公募

制を平成１２年８月より実施しております。

  （ロ）人材の育成

          当行の目指す「少数精鋭・高収益で地域に信頼されるコアバンク」を実現す

るためには、行員のレベルアップが必要不可欠であります。そのためにもこれ

まで以上に人材の育成を強化してまいります。

  

     Ａ．融資に強い人材育成

           中小企業貸出増強を支える事業金融強化プログラムの一環として、融資に

強い人材の育成に注力しております。融資集合研修の強化、営業店における

個社別検討会の実施、審査役による木目細やかな指導等によるＯＪＴの強化、

通信講座等の自己啓発の促進等により、取引先企業の実態把握能力・資金ニ

－ズ発掘能力をさらに向上させてまいります。

      

     Ｂ．階層別研修体系の見直し

           組織風土の刷新と組織力の強化を図るために、新入行員研修から支店長研

修に至る階層別研修の見直しを実施します。具体的には各階層別の与えられ

た役割・課題を再検討し、それにマッチした研修内容に改め、タイムリーな

実施により研修効果の極大化を目指してまいります。

  （ハ）ＣＳ（お客さま満足度）の向上

     各種重要施策の実行により、ゆるぎなき経営基盤の確立に向けて努力すると
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ともに、地域のお客さまにご満足いただき、支持される銀行であり続けるこ

とが、当行再生の両輪であると認識しております。

   良質なサービス・情報の提供、堅確で丁寧な事務処理体制、スピーディな対

応・結論等、お客さまのＣＳ（お客さま満足度）向上のために、平成１３年

３月に副頭取を本部長とする「ＣＳ推進本部」を立上げ、「ＣＳナンバ－ワ

ン運動」等の全行的な各種ＣＳ向上施策を実施しております。

    また、総合事務部にあった「お客様相談室」を平成１３年３月に発展的に

改組し「お客さまサ－ビス室」を新設、お客様サ－ビス向上を総合的にサポ

－トしております。

  ヘ．不良債権処理の進捗状況

   平成１３年３月期の不良債権処理損失額は、勘定処理ベ－スで１２０億円となりま

した。（なお、実質ベ－スは１２ペ－ジに記載のとおり１０２億円であります。）

   その内訳は、部分直接償却等を実施したことによる貸出金償却９２億円、ＣＣＰＣ

への売却債権に対する損失引当１２億円等となっています。

   平成１３年３月末の開示不良債権額は、単体ベ－スで破産更生債権及びこれらに準

ずる債権５２６億円、危険債権７５０億円、要管理債権６５５億円、以上合計

は１，９３２億円となり、平成１２年３月期比４１７億円減少しております。

  ト．国内向け貸出の進捗状況

        平成１３年３月期の国内向け貸出は、平成１２年４月より導入したエリア営業

体制のもと、中小企業貸出の増強に全行をあげて取組みました。各エリアに、

法人新規貸出先開拓専担部署として平成１３年４月に「エリア法人営業部」を

設置して、営業店と連携し、地元中小企業・個人事業主に対して積極的に開拓

を進めました。

        また、良質な中小企業貸出増強のために、「事業金融強化プログラム」を本格

的に導入し、資金ニ－ズの発掘により中小企業貸出増強を図りました。

        さらに、フィナンシャルプロダクト推進室を中心とした個人事業主への資産有

効活用にあわせた貸出増強、新商品（エキストラビジネスパワ－Ⅱ）等の開発

を行いました。

        その結果、平成１３年３月期の中小企業向け貸出は８，９１７億円となり、平

成１２年３月末比では、部分直接償却等を除いた実勢ベ－スで９，２２４億円

と３０億円の増加となりました。

         一方、個人向け貸出については、平成１２年７月に住宅ロ－ンセンタ－を新

設、住宅ロ－ン販売を強力に推進しました。

その結果、平成１３年３月期残高は３，３２０億円となり、平成１２年３月

末比では、実勢ベ－スで１２１億円の増加となりました。



34

  チ．子会社・関連会社の収益等の動向

（イ） 子会社・関連会社設立の目的と管理の状況

     Ａ．設立の目的

  多様化する顧客ニーズに応え､総合的金融サービスを提供することにより、

千葉興業銀行グループとしての総合力を高めることを目的に設立しました。

  また、連結子会社へ銀行業務の付随的・補完的業務を分離し、業務の専門

性を高め、効率化と事務処理の堅確化を図ることを目的としております｡

     Ｂ．管理の状況

  連結子会社の管理については､統括部署として関連事業室を設け、グル－プ

全体での経営、リスク管理、人事、経理に関する重要事項について本部の各

業務担当部署と連携強化のうえ実施しております｡

  （ロ）子会社・関連会社の収益の動向

        当行は平成１１年３月期の決算から連結対象子会社を含めた連結決算を行

      い、連結ベースでの収益管理、各種のリスク管理を行っております｡

  今後につきましては､当行グル－プ全体の財務内容の強化を図るため、各社

の業務の見直しとリスク管理の強化を図り、コスト削減と業務の効率化を推進

してまいります。

     Ａ．ちば興銀ファイナンス（株）については、営業貸付金を本体に債権譲渡のう

え、平成１５年３月期に清算の予定であります。

 

     Ｂ．千葉総合リ－ス（株）については、平成１４年３月期に再建支援を終了し、

営業貸付金を本体に債権譲渡のうえ、本業のリ－ス・割賦部門に特化するこ

とで収益を確保し、自力経営可能な体制といたします。

 

     Ｃ．当行住宅ロ－ンの保証業務を行っている千葉保証サ－ビス（株）については、

平成１４年３月期に再建支援を終了し、平成１５年３月期にはカ－ド業務を

主力とするちば興銀ユ－シ－カ－ド（株）と統合予定であり、銀行本体の業

務補完に徹してまいります。また、保証会社としてのリスク管理および採算

管理の適正化を図ってまいります。なお、ちば興銀ユ－シ－カ－ド（株）に

ついては平成１３年２月に増資を完了し、自己資本の充実を図りました。

     Ｄ．当行は情報技術（ＩＴ）関連について、基幹系システム共同化・アウトソ－

シングを決定し、その進捗にあわせ、当行システム部門への人材派遣・業務
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委託を中心に業務を行っているちば興銀コンピュ－タソフト（株）の、業務

戦略の見直しあるいは発展的解消を含め検討してまいります。

  リ．管理会計の確立とその活用の方策

         ＡＬＭ・収益管理制度のレベルアップ等につきましては、富士銀行からの人材

の招聘・ノウハウの導入等により、管理制度の確立・精度向上に努めております。

  （イ）収益管理

        当行の現在の収益管理体制は、銀行全体での収益管理である総合予算制度と、

      営業店における収益管理の２本立の管理体制となっております。

     Ａ．総合予算制度

当行では毎期終了月（３月･９月）において戦略プランを基本とした翌期

の資金計画、収益計画、自己資本比率等を策定すると共に、翌期初（４月・

       １０月）において前期の決算状況、各計数の状況を踏まえた各項目の修正を

行い、当行全体に係る予算としての総合予算を策定しております。総合予算

では期次、月次の予算を策定しており、さらに期中においては毎月ＡＬＭ委

員会にて当月実績との比較、向う３ヵ月の収益予想を立てることにより収益

状況のモニタリング、フォローアップを実施しております。

     Ｂ．営業店新収益管理

         平成１１年１０月より、営業店収益管理の強化を目的として、新収益管理

システム（本支店勘定レート方式から個別スプレッド方式への変更）を導入

し、現在その定着化および活用を図っております。

         この新収益管理システムでは、個々の取引における損益を確定させること

により営業店の金利変動リスクを排除し、期間比較を明確にするとともに営

業店活動をより的確に評価することが可能となりました。さらに、新収益管

理上の営業店収益額を日次ベースで還元することにより、リアルタイムに近

い収益状況の把握と成果に対するフィードバックを行い、収益向上へのマイ

ンドの徹底を図っております。

  （ロ）ＡＬＭ

        経営として許容されるべき限定されたリスク量のもとで、収益の極大化を図

るために、資産および負債を総合的に管理することを目的として、ＡＬＭ委員

会を設置しております。

     Ａ．ＡＬＭ委員会

         ＡＬＭ担当取締役を委員長とし、経営企画部、市場金融部、営業統括部、



36

審査部、監査部、リスク評価室の部・室長を委員として、月一回の定例ＡＬ

Ｍ委員会を中心に、必要に応じ随時開催しております。

           会議の内容としては、次に掲げる事項に関わる担当部からの重要な情報に

対し検討を加え、対策・施策を立案し、経営会議等に付議するとともに、毎

月取締役会に報告しております。

     （Ａ）経済・金融環境及び金利の予測

     （Ｂ）総合予算をベースとした資金利益を主とする収益達成状況のチェック

     （Ｃ）営業店新収益管理における仕切りレート運用方針

     （Ｄ）金利リスク・流動性リスクの状況把握とコントロール

     （Ｅ）その他リスクテイクと収益に関する政策提言　等

     Ｂ．資金・金利会議

         「ＡＬＭ委員会」の下部組織として、資金・金利会議を設けております。

          同会議は、経営企画部（ＡＬＭ事務局）、市場金融部、営業統括部、審査部、

リスク評価室の実務担当者により原則として毎週末に開催されており、市場

環境に基づき自由金利預金の基準金利を決定すると共に、資金繰りの現状と、

向う一ヵ月程度の見通しの把握を行い、流動性リスク対策の一環としており

ます。

     （ハ）行内格付

     Ａ．現状

        当行の信用格付制度は、貸出先の信用状態や取引状況を、財務面・経営面・

取引面から統一的尺度により客観的に格付評価を行い、企業内容の優劣を明

確化することにより、信用リスクの回避や付利基準を明確化するために平成 5

年に導入いたしました。

        その後数度の見直しを加え、平成１２年１１月に従来のものを全面改訂し、

現在に至っております。

       主な特徴としましては、

     （Ａ）１４段階の格付となっており、要注意先以下は自己査定の債務者区分とリ

            ンクしております。

     （Ｂ）年に１度、債務者の決算後見直しを行っていますが、信用状況の変化があ

           った場合は、直ちに見直しする仕組みとしております。

      Ｂ．今後の方向性

     （Ａ）ポートフォリオ管理

         貸出資産の健全性・収益性の向上を図るため、引き続きポートフォリオ

管理を行い、それぞれのリスク分析に基づいて与信集中の分散（業種偏重・

大口偏重等のリスク管理）、最適な資産配分等の諸施策を展開してまいり
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ます。

     （Ｂ）貸出金利水準の適正化

             銀行収益の大半を占める貸出金利収益について、当行ではリスクに見合

った収益確保の観点から、信用格付別の貸出金利体系を設定しており、現

在の取引条件と格付別金利体系の格差を縮小させることで収益力の改善を

図ってまいります。平成１３年４月に信用格付制度にリンクした金利ガイ

ドラインを策定、今後はこれをもとに貸出金利水準の適正化を推進してま

いります。

     （Ｃ）格付審査体制の強化

             審査役のもとに副審査役を配置し、よりきめ細かい分析を実施、格付審

査体制を強化いたしております。

   

（ニ）ローングレーディング

ローングレーディングについては、現在対応できておりませんが、信用リ

スク管理上今後の重要な課題として認識し、検討してまいります。
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３．責任ある経営体制の確立のための方策３．責任ある経営体制の確立のための方策３．責任ある経営体制の確立のための方策３．責任ある経営体制の確立のための方策

（１）金融機関の社会性・公共性を踏まえた経営理念

  イ．当行の経営理念(平成３年制定)

       当行が企業活動の選択の判断や検討を行う際に、その最も基本的なよりどころ

として、また、その活動をしていく上での基本的価値観を示したものが「企業理

念」であり、「存在意義」「経営姿勢」「行動規範」から構成されています。

        千葉県を地盤とする当行の基本姿勢を明確にし、地域とともに、地域のお客さ

      まのために歩んでいくよう、今後とも役職員全員で努めてまいります。

     

 （企業理念）

     【存在意義】

       地域とともに

         私たちは、地域とともに歩む銀行として、人々の幸せを求めて、

         豊かなふるさとづくりに努めます。

     【経営姿勢】

       お客さまのために

         私たちは、積極的にお客様のニーズに応え、創造性を発揮し、

         より質の高いサービスの提供に努めます。

     【行動規範】

       ｢親切｣の心で

         私たちは、心のふれあいを大切にし、自己を磨き、

         親切ナンバーワンをめざします。

  ロ．コンプライアンス体制の構築・整備

         当行では、企業理念等を踏まえ、企業倫理の確立と法令の遵守を基本方針と

して、全行を挙げて取り組んでおります。また、金融機関の社会的使命と業務の

社会性・公共性から、コンプライアンス体制の充実が銀行経営にとって重要であ

るとの認識から、平成１０年１月に本部に法務担当者を配置し、コンプライアン

ス体制の構築と充実に努めております。

         これまでのコンプライアンスに関する主な実施施策は以下の通りであります。

 

  ｏ行員行動規範の制定（平成７年９月）

  ｏコンプライアンス体制の整備（コンプライアンス責任者の設置）

 （平成１０年４月）

  ｏコンプライアンスマニュアルの発行（平成１０年４月）

  ｏコンプライアンス定期点検制度の導入（半期毎に定期点検）
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  （平成１０年５月）

     ｏ行員行動規範細則集の制定（平成１０年９月）

ｏコンプライアンスプログラム（改善計画）の策定（平成１１年５月）

ｏコンプライアンス規程の制定（平成１３年１月）

         当行では、以上のようにコンプライアンス体制の構築に努めてまいりました

が、今後とも引き続きコンプライアンス体制の見直しを行い、強化し、行員へ

の徹底を図り、法令等を遵守する体制を整備してまいります。

（２）経営の意思決定プロセスと相互牽制体制

  イ．経営の意思決定プロセス

       当行では、取締役会を業務運営の最高意思決定機関としております。平成１１

年６月より執行役員制度を導入し、経営の意思決定・業務執行の監督と業務執行

の分離を図り、変化に対し迅速に対応し意思決定ができる体制といたしました。

 

  （イ）取締役会

        取締役会は、各種の法令・当行の定款、取締役会規程に基づき、経営の意思

      決定・方針および業務の執行の決定・監督を行っております。原則、月１回開

      催しております。

  （ロ）経営会議

    平成１１年９月に、常務役員で構成し業務執行の決定を行っていた従来の

常務会を廃止し、常務役員のほかに、新たに案件を担当する執行役員および

部長等を構成員に加えた経営会議を新設し、原則週１回、業務執行の重要な

具体的方針施策等を協議・決定しております。

  ロ．相互牽制体制と監査機能の充実・強化

     監査の独立性と機能の充実・強化を図るため、以下の施策を実施しております。

 

（イ） 内部監査機能の強化

     Ａ．監査部を頭取直轄とする。（平成１１年１２月以降）

     Ｂ．監査部に業務監査機能付与。（平成１２年６月）

    従来から行っていた事務リスクチェック主体の内部検査に加え、平成

  １２年６月に業務監査専担者を監査部に配置し、本部における制度の定着、

規定・規則等の遵守状況の監査を開始しております。
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  （ロ）外部監査機能の強化

         自己査定、内部統制、リスク管理、システムリスク等についての外部監査機

能の強化を図るため、平成１２年度より監査法人太田昭和センチュリ－に監

査業務を委託、新監査法人からの幅広い情報提供と質の高い監査により、外

部監査の強化を図っております。

 

（ハ）監査役の機能強化

    監査役監査は、会計監査と業務監査に大別されますが、業務執行状況等の

監査において、経営の健全性・妥当性の監査の充実にも努めてまいります。

（３）自主的・積極的ディスクロージャー

        経営情報の公正な開示による透明な経営は、現代の銀行経営にとって不可欠な

      ものであると認識し、銀行経営を自ら律するとともに、株主・お取引先・投資家

      等の信頼と支持をいただくための基本的姿勢であると考えております。

        当行では経営情報の公正な開示のために以下のような方策を講じており、今

      後も自主的かつ積極的なディスクロ－ジャ－を進めてまいります。

  イ．不良債権関連情報の積極的な開示

        平成１０年３月期において、従来からの全国銀行協会統一基準に基づく開示の

     ほか、｢３ヶ月以上延滞債権｣、｢貸出条件緩和債権｣についても自主的に開示を行

     いました。

       また、平成１１年３月期からは、金融機能の再生のための緊急措置に関する法

     律（以下、金融再生法という）に基づき、平成１１年９月期からの開示が義務づ

     けられた｢新開示基準｣による資産査定の結果についても自主的に開示いたしま

した。

 

  ロ．ディスクロージャー誌の充実

       ディスクロージャー誌については、お客様あるいは株主の皆様に当行の経営姿

勢や決算内容等の経営情報を、正確にわかりやすくお伝えすることを心がけ、

具体的にはコンプライアンス体制、リスク管理体制のほか、金融再生法による

開示債権額等についても掲載しております。

       また、平成１１年１２月の頭取交代を機に、ミニディスクロ－ジャ－誌（決算

短信要約版）を発行しましたが、今後もお客様への決算説明資料として発行し

てまいります。

       なお、例年下半期には、中間期（９月期）の決算概要を主体とした株主向けの

コミュニケ－ション誌として「ＩＲ誌」を発行しております。
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  ハ．インターネットによる情報開示の実施

インタ－ネットの急速な普及に伴い平成１１年５月にホームページを開設し、

広く当行を理解していただくために、当行の沿革、決算情報、商品・サ－ビス

案内、リクル－ト情報、地域貢献活動等の情報を掲載しております。その内容

については定期的に見直し、常に最新の情報を提供するように心掛けておりま

す。

  ニ．今後の対応

      当行では、平成１０年７月に広報憲章を制定し、行員の充分な理解を図りなが

ら積極的な情報開示に努めてまいりましたが、今後とも引き続き当行の経営の

実態に関する情報の提供を中心に積極的な情報開示を行っていくとともに、

    ＩＲ活動などの新たな情報開示手法の導入も検討してまいります。
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４．配当等により利益の流出が行われないための方策等４．配当等により利益の流出が行われないための方策等４．配当等により利益の流出が行われないための方策等４．配当等により利益の流出が行われないための方策等

（１） 基本的考え方

        当行は、平成１２年９月の公的資金の導入により、自己資本の強化が実現い

たしました。今後は自己資本比率８％以上を維持し、内部留保の蓄積に努めて

まいります。

（２）配当、役員報酬、賞与についての考え方

  イ．配当

普通株式への配当につきましては、従来より安定配当を基本方針として、年間

１０％の配当を実施してまいりましたが、不良債権処理損失額の増大による赤字

決算のため、平成１０年９月中間期より無配となりました。

平成１２年９月に公的資金を申請しご承認いただいた状況、返済原資等の関係

から、平成１３年３月期は無配とさせていただきましたが、株主及び地域の皆様

のご期待にお応えするため、復配に向けて業績の向上・収益力の一層の強化に努

めてまいります。

ロ． 役員報酬

役員報酬については、平成８年度からの据え置きに加え、平成１０年７月より

１０％～２０％の減俸を実施し、さらに平成１１年５月からは最高５０％の減俸

を実施しております。当面は内部留保の蓄積を図るため、引き続き抑制してまい

ります。

  ハ．賞与

役員賞与については、平成８年より支給しておりません。当面は内部留保の

蓄積を図るため、支給いたしません。
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５．資金の貸付けその他信用供与の円滑化のための方策５．資金の貸付けその他信用供与の円滑化のための方策５．資金の貸付けその他信用供与の円滑化のための方策５．資金の貸付けその他信用供与の円滑化のための方策

（１）基本的な取組み姿勢

            当行は、企業理念のひとつとして「地域とともに」を掲げ、地域の中小企業・

          個人事業主および個人のお客様の資金ニ－ズに応え、円滑な資金供給につとめ

          ることが、地域金融機関としての最大の責務であると考えております。

            これらのお客様への安定した資金供給の体制を強化するとともに、新商品の

          開発等のサ－ビス向上に努め、地域経済の発展に貢献してまいります。

（２）具体的な方策

イ．中小企業・個人事業主向け資金供給

  （イ）資金ニ－ズへの対応

平成１２年４月よりエリア営業体制を導入し、地元に密着した地域金融機関

ならではのスピ－ディで木目細やかな金融サ－ビスの提供を行い、地元中小企

業・個人事業主のお客様の資金ニ－ズに積極的に対応しております。

（ロ） エリア法人担当部長の設置とエリア法人営業部への再編

平成１２年７月より、新規法人貸出先開拓に特化したエリア法人担当部長を

各エリアに１名配置し、営業店とも密接に連携しながら新規取引先の開拓を図

ってまいりました。平成１３年４月より、従来のエリア法人担当部長制度を再

編し、戦力を増強したうえで各エリア毎にエリア法人営業部を設置し、中小企

業貸出増強を図っております。

  （ハ）コンサルティング機能の強化

フィナンシャルプロダクト推進室によるコンサルティング機能および富士

銀行グル－プとの連携により、事業承継、資産の有効活用、新規上場、ベンチ

ャーキャピタル、起債ニーズ等にお応えする総合金融力、情報提供力を強化し、

県内中小企業の支援・育成に努めております。

  （ニ）融資渉外力の強化

中小企業向け貸出増強を図るための重点施策として、富士銀行のノウハウを

導入しながら、企業実態把握・資金ニ－ズ発掘力向上のため、「事業金融強化

プログラム」を導入（平成１２年上期より実施）いたしました。この推進によ

り融資渉外力を強化し、取引の拡大・新規法人貸出先開拓を図っております。

  （ホ）新商品の開発

平成１２年５月「ニュ－ビジネスパワ－２０００」、平成１２年７月「エキ

ストラビジネスパワ－２０００」、平成１３年１月「エキストラビジネスパワ
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－Ⅱ」、平成１３年６月「オンリーユアーズ」を発売いたしました。（いずれ

も期間限定の低利固定ファンド商品として販売）

  ロ．個人向け資金供給

（イ） 住宅ロ－ンセンタ－の設置

住宅ロ－ンの拡充のため、千葉・津田沼・柏地区に住宅ロ－ンセンタ－を設

置、相談・受付業務と住宅販売業者・ハウスメ－カ－・マンション業者への積

極的なアプロ－チを展開し、個人の住宅取得ニ－ズ等にお応えしております。

  （ロ）資産家層に対する資金供給

フィナンシャルプロダクト推進室を中心とした資産有効活用等の相談業務

により、多様な資金調達ニーズに対応し、各種ローンの販売強化を図っており

ます。

  （ハ）消費者ロ－ン推進

カードローン、教育ローン等のロ－ン商品を使用目的別に整理・再編し、お

客様の多様なニーズに応えるとともに、新商品についても積極的に開発・販売

してまいります。

また「消費者ロ－ン自動審査システム」（パーソナルローンシステム）の導

入により審査決裁の効率化とスピード化で利便性向上を図り、消費者ローン増

強に努めております。

（ニ） 新商品の開発

平成１２年１１月に新型住宅ロ－ン「ＦＯＲＮＥＸＴＡＧＥ」を発売、住宅

ロ－ンの増強を図っております。

（３） 組織・体制の見直し

イ． 審査体制の見直し

  （イ）審査役の増員

平成１２年７月に新たに副審査役を配置し、審査役と合わせ人員を倍増させ、

スピ－ディな審査決裁と厳格な案件検討を行う体制といたしております。

  ロ．研修体制の見直し

  （イ）事業金融強化プログラムの導入

平成１２年７月より、事業金融強化プログラムの導入のために、研修体制を

大幅に見直し、平成１２年度下半期で延べ約１，０００人にのぼる研修を実施

いたしました。
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  ハ．営業体制の見直し

  （イ）エリア営業体制の導入

「エリア営業体制」を１２年４月より本格的に導入し、執行役員・参事クラ

スのエリア営業本部長を配置して、現場と経営の距離をより身近なものとし、

お客様の多様な資金ニ－ズに積極的に対応しております。

  （ロ）住宅ロ－ンセンタ－の新設

住宅ロ－ンニ－ズの発掘と販売強化のため、平成１２年７月に２カ所（千葉

地区・津田沼地区）の住宅ロ－ンセンタ－を設置いたしました。さらに、平成

１３年４月に１カ所（柏地区）増設いたしました。

（４） 地域経済の発展を支援する商品の提供

地域金融機関として、地域経済の発展を積極的に支援していくため、今後次の

ような新商品の開発・販売を計画しております。

イ． 中小企業貸出

  （イ）平成１２年下半期までに販売した、低金利固定ファンド商品（エキストラビジ

ネスパワ－Ⅱ等）をレベルアップした商品。

（ロ） 当行とのお取引に応じ、金利優遇を行うオプションを付与した商品。

  ロ．個人ロ－ン

     リモ－トチャネル専用商品として、営業店以外の第三チャネルであるコ－ルセ

   ンタ－により販売する、外部保証付小口無担保カ－ドロ－ンの開発。

（５）融資に対する取組み姿勢

当行は、地域の中小企業・個人事業主および個人のお客様の資金ニ－ズに積極

的にお応えし、円滑な資金供給につとめていくことが地元金融機関としての最大

の責務であると認識しております。そのために経営健全化計画の確実な実行によ

る経営基盤の安定化・拡充をすすめ、安定した資金供給体制を整備・強化すると

ともに、富士銀行グル－プとの連携による地域最高水準の金融サ－ビスを提供し、

多様化・高度化する資金ニ－ズに的確に対応、地域経済の発展に貢献してまいり

ます。

一方で、過去に多額の不良債権を発生させた事実を直視し、営業推進面への傾

斜・特定業種への融資集中・大口融資先への資金集中といった過去の反省を十分

に活かし、与信案件の取り上げに際し事前の十分な検討を図るための与信検討会

の開催、審査体制の一層の充実、事業金融強化プログラム導入といった、信用リ
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スク管理の強化も同時に進めております。

（６）国内貸出の計画比未達について

         １３年３月末実績につきましては、国内貸出全体（実勢ベース）で１４６億円

の年間増加、中小企業向け貸出（実勢ベ－ス）で３０億円の年間増加を図ること

ができました。しかし、下期については国内貸出全体（実勢ベース）で１４６億

円の増加計画に対し△１６億円、中小企業向け貸出（実勢ベ－ス）で３３億円の

増加計画に対し△９８億円と、それぞれ１６２億円、１３１億円の未達となりま

した。

         計画未達の主な要因は、長引く景気低迷により企業の資金ニ－ズが弱いこと、

企業の財務リストラによる借入金圧縮の動き、等の外部要因に加え、以下の要因

があったものと考えており、その改善に努めてまいります。

イ． １１年９月以来２２ヵ店の廃店を行ってまいりましたが、１３年５月の３ヵ

    店の廃店をもちまして店舗統廃合計画は完了致しました。この店舗統廃合に

    より、本部の営業店支援機能も強化しておりますが、お取引先に対する営業

    力が一時的に弱まった面があったものと考えております。

ロ． 事業金融強化プログラムにより、企業実態把握・財務分析力の向上等を図っ

     ておりますが、なお途上であり、資金ニ－ズの発掘力が未だ十分に身につい

     たといえない点があったものと考えております。

   ハ．その他

     地価公示価格の下落率が全国トップ等の厳しい外的要因の中、県内の資金ニ

ーズに積極的にお応えすべく推進を図る一方で、不良債権の回収についても積

極的に行ってまいりました。

    これらの要因を踏まえ、今期以降さらに「営業店支援・本部営業体制」の強

  化・拡充を図ってまいります。

  具体的には「エリア営業法人部」の組成、「プライベ－トバンキング（ＰＢ）

室」を発展的改組し、「フィナンシャルプロダクト（ＦＰ）推進室」の組成（就

中、地域に密着したエリア・フィナンシャルプロダクタ－の配置）及び「住宅

ローンセンター」の拡充を図り各営業店に対してサポート体制を強化・推進す

ることにより、従来以上にお取引先のニーズにお応えする体制づくりを進めて

まいります。
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６．株式等の発行等に係る株式等及び借入金につき利益をもってする消却、払戻６．株式等の発行等に係る株式等及び借入金につき利益をもってする消却、払戻６．株式等の発行等に係る株式等及び借入金につき利益をもってする消却、払戻６．株式等の発行等に係る株式等及び借入金につき利益をもってする消却、払戻

                し、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策し、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策し、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策し、償還又は返済に対応することができる財源を確保するための方策

（１）消却、払戻し、償還又は返済についての考え方

  イ．基本的な考え方

   公的資金については、消却、償還等のための財源を確保するように、内部留保の蓄

積に努めてまいります。

  ロ．公的資金以外の資本調達分に対する考え方

  （イ）劣後特約付金銭消費貸借による借入

 平成１３年３月末で２２６億円ある生損保からの劣後ロ－ンについては、収

益力の強化・内部留保の充実により、期限到来にあわせて随時減少させてま

いります。

  （ロ）優先株式

   平成１１年９月の第三者割当増資に際し、株式会社富士銀行に対して発行額５

０億円（転換型優先株式＝１株発行価額４，０００円、発行株式数１２５万株）、

優先配当として１株（４，０００円）当り１００円（配当率２.５％）の条件

で発行いたしました。

   また、平成１２年８月に株式会社富士銀行に対して発行額２００億円（社債型

優先株式＝１株発行価額４，０００円、発行株式数５００万株）、優先配当と

して１株（４，０００円）当り１０４円（配当率２.６％）の条件で発行いた

しました。

   これらの優先株式につきましては、現時点では具体的な消却計画はございませ

ん。

 

   ハ．公的資金に対する考え方

（イ） 優先株式

　　　　　優先株式によりお引受いただいた６００億２５百万円の消却・償還について

　　　　は、経営健全化計画の確実な実行により利益の積み上げを図り、その原資とな

　　　　る内部留保の蓄積に努めてまいります
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（２）剰余金の推移

  剰余金の推移見込み

                                                         （単位：億円）

年 度 平成 13 年度 平成 14 年度 平成 15 年度 平成 16 年度 平成 17 年度 平成 18 年度

剰余金 ５２ １０１ １６２ ２５１ ３４９ ４０８

年 度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 平成 22 年度 平成 23 年度 平成 24 年度

剰余金 ４６５ ５２８ ５９７ ６６８ ７４４ ８１９

年 度 平成 25 年度

剰余金      ９００ （各期末利益処分前ベ－ス）

（３） 収益見通し

  業務純益等の見込み

                                                      (単位：億円)

13年3月期

（実績）

14年3月期 15年3月期 16年3月期 17年3月期

業務純益 １５３ １６４ １９１ ２０５ ２１８

正味業務純益 １４９ １６６ １８０ ２０１ ２１３

経常利益 １７ ５０ ８２ １２５ １６７

当期利益 ２８ ３４ ６５ ７８ １０５
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７．財務内容の健全性および業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策７．財務内容の健全性および業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策７．財務内容の健全性および業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策７．財務内容の健全性および業務の健全かつ適切な運営の確保のための方策

（１）各種リスク管理の状況

        リスク管理の強化については、当行の重要課題として認識し、銀行業務に内在

するリスクの所在・規模・性質に応じた適切なリスク管理体制を構築のうえ、

リスクを正確に把握し、適切に管理することにより経営の健全性の維持・向上

に努め、経営基盤をより強固なものとすることをリスク管理の基本方針として、

体制の整備に努めております。

        具体的には、リスクを管理するうえでの基本方針および個別のリスク管理の基

本方針を改正するとともに、リスクを管理するうえでの基本的な規程を制定・

改正しております。

        各種リスク管理の状況については、図表１２でまとめておりますが、主な実施

内容は次の通りです。なお、平成１３年５月より、リスク管理統括部署を監査

部からリスク評価室に変更しております。

 イ．信用リスク管理

     ｏ与信先の実態把握強化を目的とした事業金融強化プロクラムの着実な実施、債

務者格付け制度の改定等を実施しております。

    ｏ与信先のグル－プ化を進め、グル－プ取引与信管理体制の整備を進めておりま

      す。

 

 ロ．市場関連リスク管理等

      ｏ市場関連リスクを管理する「リスク評価室」を 12 年 9 月に新設するとともに、

１３年２月には市場金融部から事務管理部門を分離し「市場業務室」を新設い

たしました。これにより、市場関連リスクを管理する体制はリスク管理部門、

事務管理部門、市場部門を組織上完全に分離した体制としております。

      ｏＡＬＭ委員会において、資金ポジションの現状および予測に基づいて、必要な

対応策等を検討しております。

      ｏギャップ分析、ＢＰＶ法、Ｖａｒ法による有価証券の市場リスク計測の試行等

リスク管理手法の高度化を進めております。

  

ハ．事務リスク管理

      ｏ非効率事務の削減、後方事務の本部集中等を進め事務リスクの削減に努めてお

ります。

      ｏ不祥事件・事故の防止、事務水準の向上を目的に内部検査・監査および事務指

導の強化に努めております。
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  ニ．システムリスク管理

      ｏ情報資産（システムが保有する情報およびシステム自体）を当行の重要な経営

資源として保護するため､セキュリティポリシー（システムの企画・開発・運

用・利用を行う際に当行行員が遵守すべき事項を定めた取組方針）を制定し

ております。

（２）資産運用に係る決裁権限の状況

  イ．貸出運用について

  （イ）貸出運用の基本方針

当行では、融資業務を行うための指針として「与信業務の規範」を定めてお

り、基本原則である安全性、収益性、成長性、流動性、公共性に沿った運用を

基本方針としています。さらに融資業務に係る取扱については「事務取扱要綱」

（融資編）に明記し、融資業務の遂行にあたっております。

  また、大口信用供与規制とは別に、定期的に大口与信先の与信残高を経営会

議に報告することにより大口与信先の管理を行う「大口与信先モニタリング制

度」を平成１３年４月より導入しました。

  （ロ）貸出案件の決裁権限

     Ａ．本部の決裁権限

 貸出については、「本部決裁権限規程」において決裁権限を定めており、

その規程に基づき、審査担当部署において案件の審査・決裁を行っておりま

す。なお、本部決裁権限については、個社別の信用リスク及び案件の重要度

合いに応じ、与信検討会による頭取決裁のほか、決裁者毎（担当役員、所管

部長、審査役）の権限を定めております。

     Ｂ．営業店長の決裁権限

   　　営業店長の決裁権限は、「店長貸出専決権限」に基づき運用しており、信用

 リスクを勘案して営業店ランクに応じて決裁権限を定めております。

  ロ．有価証券運用について

有価証券運用につきましては、市場金融部において中期経営計画に基づき期

毎の運用方針・計画を策定し、経営会議において決定しております。また、毎

月のＡＬＭ委員会において、運用実績・金利見通し等を報告し、資金繰り状況

等も勘案したうえで運用のフォロ－アップを行い、運用方針に変更が必要とな

った場合は、その決定をしております。
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（３）資産内容

  イ．金融機能の早期健全化のための緊急措置に関する法律第３条第２項の措置後の

   財務内容

早期健全化法第 3条第 2項の措置後の財務内容等は、図表１３のとおりです。

平成１１年３月末より、「金融機能の再生のための緊急措置に関する法律」に

基づいて査定した資産を、「破産更生債権およびこれらに準ずる債権」、「危険

債権」、「要管理債権」、および「正常債権」に区分し公表しております。各開

示債権の定義は以下の通りであります。

（イ） 破産更生債権およびこれらに準ずる債権

          破産、会社更生、民事再生等の事由により経営破綻に陥っている債務者に対

する債権およびこれに準ずる債権であり、自己査定で破綻先および実質破綻

先債務者に対する債権に相当します。

  （ロ）危険債権

    債務者が経営破綻状態には陥っていないが、財政状況および経営状況が悪

  化し、契約に従った債権の元本の回収および利息の受取が出来ない可能性の

  高い債権をいい、自己査定で破綻懸念先債務者に対する債権に相当します。

 

  （ハ）要管理債権

    ３ヶ月以上の延滞債権および貸出条件緩和債権のうち自己査定で要注意先

  債務者に対する債権に相当します。

 

  （ニ）正常債権

    債務者の財政状況および経営成績に特に問題がないものとして、上記３区

  分に該当しない債権をいいます。

  ロ．銀行法２１条に基づく開示

    銀行法２１条に基づくリスク管理債権の平成１０年度、１１年度および１２

  年度の実績は以下のとおりであります。
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［リスク管理債権額と保全状況の実績］                        (単位：億円・％)

区分 11年 3月末実績 12 年 3月末実績 13 年 3月末実績 増減

破綻先債権（Ａ）           ４４９          １２４ ７９ ▲４４

延滞債権（Ｂ）           ７５０      １，５５６ １，１９０ ▲３６６

 3 ヵ月以上延滞債権（Ｃ）           １１０            １３ ２７ １４

貸出条件緩和債権（Ｄ）           ６９５          ４９４ ６３３ １３８

合計（Ｅ）＝Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ        ２，００５      ２，１８８ １，９３０ ▲２５７

比率＝（Ｅ）÷総貸出      １２.７１％ １５.４６％ １３.８５％ ▲１.６１

個別貸倒引当金（Ｆ）           ９５６ ５４０ ３０１ ▲２３９

引当率（Ｆ）÷（Ｅ）      ４７.６８％ ２４.６８％ １５.５９％ ▲９.０９

貸倒引当金合計（Ｇ）       １，０２５ ６９１ ４２７ ▲２６４

引当率（Ｇ）÷（Ｅ）     ５１.１２％ ３１.５８％ ２２.１２％ ▲９.４６

    

       平成１２年３月末の「延滞債権」残高が増加した要因は、当行の未収利息の資

産計上基準を、金融検査マニュアルおよび全国銀行協会の銀行業における決算経

理要領等に基づき、従来の税法基準から自己査定の債務者区分による計上方法に

変更したことによります。その結果、自己査定の債務者区分が「破綻懸念先」「実

質破綻先」又は「破綻先」である債務者向けの貸出金であれば、延滞の有無に係

らず、未収利息は資産に計上しないため「破綻先債権」又は「延滞債権」のいず

れかに区分されることとなりました。

        

（４）償却・引当方針

イ．従来の償却・引当方針

  （イ）基本方針

   当行の保有する資産について個別に自己査定を行い、その結果として予想

される損失額を金融機能早期健全化緊急措置法第３条第２項第２号の規定に

より、金融庁が定めるところによる他、日本公認会計士協会の実務指針、商

法及び企業会計原則、および監査法人との協議等に従って、信用リスクに応

じた十分な水準で償却・引当を行うことにより、資産の健全性を保持するこ

ととしております。
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  （ロ）体制について

     Ａ．算定の責任部署

     （Ａ）貸出金及び貸出金に準ずる債権

一般貸倒引当金 審査部

個別貸倒引当金（除く連結対象子会社） 審査部・審査管理部

連結対象子会社に係る個別貸倒引当金及び

特定債務者支援引当金
関連事業室

債権売却損失引当金 審査管理部

   

     （Ｂ）貸出金及び貸出金に準ずる債権以外の債権

有価証券 市場業務室

仮払金（貸出関連以外） 総合事務部・審査管理部

動産・不動産 人事総務部

ゴルフ会員権・買入金銭債権他 人事総務部・市場業務室

     

     Ｂ．監査の責任部署

 監査部は償却･引当額の算定が償却・引当基準書に沿って実施されているか

を監査し、その結果について取締役会へ報告しております。

     Ｃ．引当率の算定方法

     （Ａ）「正常先債権」の引当

     正常先債権については、今後１年間の予想損失額（期末債権額×予想損

失率）を一般貸倒引当金として計上しております。

     予想損失率は、過去３算定期間の貸倒実績を基に貸倒実績率を算出し、

それらを平均して算定しております。

     （Ｂ）「要注意先債権」の引当

        要注意先債権については、金融再生法における要管理先である債務者と

要管理先以外の債務者に区分して貸倒引当金を計上しております。

     要管理先債権については、今後３年間の予想損失額（期末債権額×予想

損失率）を一般貸倒引当金として計上し、要管理先以外の要注意先債権に

ついては、今後１年間の予想損失額（期末債権額×予想損失率）を一般貸

倒引当金として計上しております。

     （Ｃ）「破綻懸念先債権」の引当

        破綻懸念先債権については、今後３年間の予想損失額（期末Ⅲ分類額×
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予想損失率）を個別貸倒引当金として計上しております。

     （Ｄ）「実質破綻先債権」および「破綻先債権」の償却・引当

        実質破綻先及び破綻先債権については個別債務者毎にⅢ・Ⅳ分類債権の

全額を予想損失額として貸倒償却もしくは貸倒引当金として計上しており

ます。

     （Ｅ）有価証券の引当

        当行は、有価証券の評価について原価法を採用しておりますが、商法で

定める強制減価については、一定の基準を設け該当するものについて、評

価減相当額を償却処理しております。

        また、自己査定におけるⅣ分類のうち、子会社以外の株式は全額償却し、

子会社のⅣ分類の全額およびⅢ分類の予想損失額を投資損失引当金として

計上しております。

  ロ．公的資金による株式等の引受等を踏まえた自主的・積極的な償却・引当方針

        金融監督庁より示された｢金融検査マニュアル｣および「日本公認会計士協会の

実務指針」に沿って当行規程を改訂し、平成１１年９月期決算より、本内容の趣

旨を踏まえた資産査定および償却・引当を行っております。

        今後も、より精度の高い資産査定を行うとともに、適切な方法による償却・引

当を行うことにより資産内容のさらなる健全化を図ってまいります。

  ハ．行内企業格付ごとの償却・引当の目処

自己査定と企業格付をリンクさせるため、平成１２年１１月格付制度の全面改

訂を行いました。現在自己査定に反映させるべくデータの集積を行っており、さ

らに精度を高めてまいります。

  ニ．債権放棄の妥当性

債権放棄について当行は、地域金融機関として経済合理性だけでなく、以下の

諸点から慎重に妥当性を検討し、モラルハザ－ド等を回避し限定的に行うべきも

のと考えております。

（イ）当行の残存債権の回収がより確実になり、損失が最小限度に押さえられる経

      済的合理性があること。

（ロ）債権放棄による財務状況の改善により、当該企業の再建が見込まれ、かつ破

      綻による社会的な損失を回避できること。
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（ハ） 利害の対立する支援者間の合意による合理的な再建計画に基づくこと。

（ニ）当該企業の経営責任が明確にされ、債権放棄が社会通念上合理的と判断され

      ること。

（５）含み損益の状況と今後の処理方針

   有価証券の含み損益状況は図表１８のとおりであります。

   時価会計の導入を控え、平成１２年３月期において株式含み損の前倒し処理を実施、

ポ－トフォリオの見直しを行い、平成１３年３月期においても非上場株式の減

損処理も含め、含み損の圧縮に努めました。

（６）金融派生商品等取引動向

   金融派生商品等の取引は、各種リスクのヘッジを目的としており、今後もこの方針に

変更はありません。

 

    金融派生商品等取引動向（平成１３年３月末）     （単位：百万円）

契約金額・想定元本 信用リスク相当額

（与信相当額）

金利スワップ １８，０９４ １０２

先物外国為替 ４２，６３４ ７４６

合        計 ６０，７２８ ８４８
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８．地域経済における位置づけ８．地域経済における位置づけ８．地域経済における位置づけ８．地域経済における位置づけ

当行は、企業理念として、「地域とともに」「お客さまのために」「『親切』の

心で」を掲げ、千葉県を営業基盤とした金融機関として、地元の地域経済に密着す

る経営を基本姿勢としております。

また、中期経営計画「再生への戦略プラン  FOR  NEXTAGE  50」においても「少

数精鋭・高収益で地域に信頼されるコアバンク」を目指す姿として掲げております。

これは、当行が地域の経済に密着した営業姿勢と、お客様や地域社会から信頼さ

れる銀行を目指していることを表しております。

（１）地域の金融市場における融資比率等

当行は、昭和２７年に地元産業界への円滑な資金供給と競争による金融サ－ビ

ス向上を求める、県内の商工業者の皆様の声を受けて設立されました。以来、地

元の中小企業・個人にお役に立つ銀行として、地域に密着した営業基盤づくりを

行い、千葉県と地元経済の発展とともに歩んでまいりました。この結果、平成

      １２年３月末には、千葉県内における預金、貸出金のシェアが各々９.３％、

１０.０％と、ともに１０％前後を占めるにいたり、地域金融機関として十分地

域経済に貢献し、重要な役割を果たしております。

なお、平成１２年３月末現在、法人取引については県内会社企業総数に対し

３７.５％のシェアを占めており、個人についても県人口の２８.３％、世帯の

３２. ６％からお取引をいただいております。
 

イ． 千葉県内における貸出金、預金残高およびシェア      （単位：億円、％)

平成 10 年 3 月末 平成 11 年 3 月末 平成 12 年 3 月末

残高 シェア 残高 シェア 残高 シェア

当行 15,035 10.5 14,877 10.4 13,438 10.0

地元地銀 48,719 34.0 49,347 34.5 48,749 36.4

地元第二地銀 19,029 13.3 18,895 13.2 18,502 13.8

都市銀行等 35,114 24.5 35,044 24.5 34,369 25.6

信金等 25,508 17.8 24,702 17.3 18,915 14.1

貸

出

金
合計 143,405 100 142,865 100 133,973 100

当行 18,971 9.8 18,470 9.3 18,416 9.3

地元地銀 59,502 30.8 60,096 30.2 62,457 31.5

地元第二地銀 21,679 11.2 22,152 11.1 23,088 11.6

都市銀行等 56,530 29.3 61,856 31.1 65,208 32.9

信金等 36,466 18.9 36,413 18.3 29,252 14.7

預

金

合計 193,148 100 198,987 100 198,421 100
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（注）都市銀行等：都市銀行、信託銀行、長信銀の県内店計

      信金等：県内信用金庫および本店が千葉県以外の地銀・第二地銀の県内店計

  ロ．県内ネットワーク

千葉県内における店舗については、県内シェアの１０.９％を占めております。

また、ＡＴＭネットワークも以下のとおり拡充、今後もお客さまの利便性向上

に努めてまいります。

  （イ）千葉県内における店舗状況（平成１２年３月末）

                      （単位：店、％）

業態別 店舗数 シェア

当 行 ８３ １０.９

地 元 地 銀 １５２ ２０.０

地 元 第 二 地 銀 １１５ １５.１

都 市 銀 行 等 １４４ １８.９

信 用 金 庫 等 ２６７ ３５.１

合 計 ７６１ １００.０

   

  （ロ）県内ＡＴＭ等設置状況

                                                                 （単位：台）

平成 11 年 3 月末 平成12年3月末 平成 13 年 3 月末

台       数 ４７１ ４７３ ４６６

う ち 店 舗 外 １４７ １７０ １９５

     Ａ．平成１１年９月より、富士銀行とのＡＴＭ相互開放を開始し、時間内引出手

数料を無料とし、全国の富士銀行のネットワ－クを利用できるようになり、

双方のお客様の利便性が向上しております。

     Ｂ．平成１１年１０月より、全国の郵便貯金ＡＴＭとの提携を開始、全国の郵便

局のＣＤ、ＡＴＭで支払い・残高照会が可能となりました。さらに、平成

         １３年１月からは相互に入金も可能となりました。

     Ｃ．平成１２年８月より、県内の２信用金庫とのＡＴＭ相互無料開放を開始し、

県内ＡＴＭ網の拡充に努めております。

  ハ．県内法人取引

当行は、千葉県内における会社企業総数の３７.５％の取引率を確保し、法人

のお客さまの資金調達運用のニーズに十分お応えしております。また、中小企
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業等貸出残高、信用保証協会保証残高についても、それぞれ１０％を超えるシ

ェアを確保し、地域の期待にお応えしております。

  （イ）千葉県内における法人取引先状況（平成１２年３月末）

                                                          （単位：先、％）

当行取引先数 県内会社企業総数 取引率

２１，３１５ ５６，６９８ ３７.５

（注）県内会社企業総数（平成１１年７月１日現在）：「平成１１年事業所・ 企

業統計調査結果速報」（千葉県企画部統計課）

  （ロ）中小企業等の貸出取引率とシェア（平成１２年３月末）

                                                      （単位：先、億円、％）

当行県内中小企業等貸出 県内中小企業等貸出 取引率／シェア

貸出先数 貸出残高 事業所数 貸出残高 貸出先数 貸出残高

19,675 11,670 152,800 102,920 12.8 11.3

（注）県内中小企業等事業所数（平成１１年７月１日現在）：

      「平成１１年事業所・企業統計調査結果速報」（千葉県企画部）より推計

      県内中小企業等貸出残高：「金融経済統計月報」（日本銀行調査統計局）

  （ハ）県内信用保証協会取扱状況（平成１２年３月末）

                                                      （単位：件、億円、％）

当行保証債務残高 県内保証債務残高 シェア

保証件数 保証残高 保証件数 保証残高 保証件数 保証残高

15,927 1,451 136,560 13,109 11.6 11.0

  ニ．県内個人取引

当行は、千葉県人口の２８.３％に当たる約１６８万件の取引先を有し、さら

に県全体の３２.６％に当たる７０万世帯のお取引をいただいております。この

ような、個人および世帯取引口座は給与・年金振込や公共料金自動振替等の決済

口座として日常的に利用され、県民の皆さまにお役立ていただいております。
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  （イ）千葉県内における個人・世帯取引先状況（平成１２年３月末）

（単位：先、世帯、％）
人口・個人取引先数 世 帯 ・ 世 帯 取 引 先 数

当 行 取 引 先 数 １，６８１，３６４ ７０８，０４５

千葉県人口・世帯数 ５，９２２，４７４ ２，１６７，６５０

取 引 率 ２８.３ ３２.６

（注）千葉県人口・世帯数：「千葉県毎月常住人口調査月報」（千葉県企画部）

  （ロ）年金振込指定状況（平成１２年３月末）

（単位：先、人、％）

当行年金振込指定口座数 県内６５歳以上人口 シェア

７２，００６ ８０９，０１６ ８.９

（注）千葉県内６５歳以上人口：千葉県健康福祉部高齢者福祉課資料

  （ハ）給与振込指定状況（平成１２年３月末）

（単位：先、人、％）

当行給与振込指定口座数 県内就業者数（一般労働者） シェア

１６５，５３３ １，０３３，６９２ １６.０

（注）千葉県内就業者数：「毎月勤労調査月報」（千葉県企画部統計課）

  （ニ）公共料金自動振替指定状況（平成１２年３月末）

（単位：件、世帯、％）

当行公共料金自動振替指定口座数 県内世帯数 シェア

２０２，７０７ ２，１６７，６５０ ９.３

   

  （ホ）県内住宅金融公庫取扱状況（平成１２年３月末）

                                                     （単位：件、億円、％）

当行取扱状況 県内取扱状況 シェア

取扱件数 取扱残高 取扱件数 取扱残高 取扱件数 取扱残高

30,903 3,733       223,334 27,935 13.8 13.3

  ホ．県内地方公共団体とのかかわり

当行は、千葉県・市などの地方公共団体等が行う、安らぎと潤いのある生活環

境づくりのための住宅団地の造成、公共上下水道の整備、小・中学校の建設、文

化とスポーツ振興のための施設建設などについて、ご融資、地方債引受などを通

じて積極的に地域づくりに協力しております。
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また、地域とともに歩む金融機関として、税金等公共料金の収納事務を通じ、

広く県民の皆さまにご利用いただいております。

  （イ）千葉県・千葉市縁故債引受実績推移表（額面ベース）

（単位：百万円、％）

平成７年度 ８年度 ９年度 10 年度 11 年度

当 行 10,357 10,676 7,909 9,827 9,929

合 計 207,549 159,688 174,292 152,447 110,484

千

葉

県 シ ェ ア 4.9 6.6 4.5 6.4 8.9

当 行 2,634 3,020 1,907 2,247 2,257

合 計 37,631 43,132 27,248 31,650 31,792

千

葉

市 シ ェ ア 7.0 7.0 7.0 7.1 7.1

  （ロ）収納代理取扱状況（平成１３年３月末）

                                                  （単位：件、百万円）

取扱件数 取扱金額

日銀歳入金 ２４９，２８６ １７１，２６０

千葉県税 １７２，９４４ １６，９１８

県営住宅使用料 ２９，７５８ ７１８

県水道料金 ４０２，９７５ ４，９４３

県立高校学校費 １２１，０７０ １，８９５

（２）地域経済への貢献

  イ．千葉県の姿と産業の現状

千葉県は、総面積５１.６万 ha の県土に、５８０万人が居住し（人口全国６位、

平成７年国勢調査）、若く（平均年齢３８.１才、全国４位・同調査）、成長性

に富んだ（人口増加率４.４％、全国３位・同調査）県であります。

産業においては、農業、水産業、工業、商業それぞれが全国有数の地位を占め

る、バランスのとれた産業県として発展しております。

  ロ．千葉県の県内生産額からみた産業別構成比と産業構造の特徴

平成７年千葉県産業連関表により県内生産額の産業別構成比（１３部門）を

みると、製造業が３４.７％で最も大きく、次いでサービス業１８.３％、建設業

９.６％、商業８.６％、不動産業８.５％などとなっております。

次に、本県の産業構造を３４部門に分類し、それぞれ生産額の構成比を全国

水準と比較したとき、石油・石炭製品、鉄鋼、化学製品、電力・ガス・熱供給な
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どは全国水準を大きく上回っており、本県の産業構造が素材産業型に特化してい

る状況が窺えます。

  ハ．千葉県の中小企業

事業所・企業統計調査（平成８年）における本県の中小企業（＝会社＋個人事

業者）数は１５７,３５０（中小企業基本法改正後ベース）で、全企業数に占め

る割合は９９.８％となっております。

このように、千葉県産業の中で大きな比重を占める中小企業は、生産活動等を

通じて、就業機会の創出に寄与することで、地域経済発展の担い手として県民生

活の安定向上に重要な役割を果たしております。

  ニ．地域貢献施策の展開

当行は、「お客さまへの『親切』をモット－に、地域の未来作りに貢献する」

を経営方針としており、千葉県における中小企業や個人のお客さまの資金需要に

対し、安全性・公共性・収益性等を十分検討し、積極的に応えていくことが、地

域経済の発展に貢献する責任と考えております。

  

  （イ）県内中小企業および個人への資金供給

当行は、平成１３年３月末の貸出金残高１兆３,９４１億円のうち、

９８.４％にあたる１兆３,７１８億円を県内店舗で貸し出しております。また、

県内店舗の融資先は、約８万２千先に上り、うち中小企業等に対する貸出金残

高は、１兆２,０９０億円となっており、総貸出に対する比率は８６.７％に達

し、地元経済に不可欠な存在となっております。

なお、平成１２年３月末の業種別県内貸出残高に占める当行貸出残高および

シェアは、以下のとおりであります。

   [当行の業種別貸出残高比率（平成 12 年 3 月末現在）]    （単位：億円、％）

県内貸出残高 うち県内中小企業貸出残高

貸出残高 うち当行 シェア 貸出残高 うち当行 シェア

製造業 8,261 990 11.9 7,284 886 12.1

農業 516 167 32.5 516 167 32.5

林業 1 0 16.0 1 0 16.0

漁業 39 11 29.2 39 11 29.2

鉱業 359 4 1.1 359 4 1.1

建設業 8,641 1,470 17.0 8,198 1,387 16.9

電気・ガス・熱供給・水道業 351 106 30.3 283 39 13.8
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運輸・通信業 2,141 229 10.7 1,709 167 9.8

卸売業 5,320 858 16.1 4,444 726 16.3

小売業 8,776 1,298 14.7 4,867 814 16.7

飲食店 1,271 201 15.8 1,192 192 16.1

金融・保険業 2,746 465 16.9 1,679 383 22.8

不動産業 20,154 1,974 9.7 17,939 1,904 10.6

サービス業 13,644 2,267 10.9 10,573 1,769 16.7

地方公共団体 1,892 175 9.2 - - -

個人 43,831 3,215 7.3 43,831 3,215 7.3

海外円借款、国内店名義現地貸 0 - - 0 - -

合計 117,952 13,437 11.3 102,920 11,670 11.3

（日本銀行「金融経済統計月報」、全国銀行ベース、除く信金、信組、農協）

  （ロ）地域経済への貢献

     Ａ．地域経済活性化の支援

     （Ａ）県内の主要な第 3セクタ－等に対する出資・人材の提供

         当行が、人材の派遣、資金の出資等を行っている、主な県内の公的施設、

第三セクタ－等は、以下のとおりであります。

団体名称 活動内容 支援内容

(財)千葉県中小企業振興公社 中小企業支援 業務支援

千葉県信用保証協会 融資保証業務 人材派遣

(社)千葉県年金住宅協会 住宅資金融資業務 人材派遣

(株)かずさアカデミアパーク 研究施設 出資

東京湾横断道路(株) 道路維持管理 出資

東葉高速鉄道(株) 鉄道事業（第三セクタ－） 出資

千葉都市モノレ－ル(株) 都市モノレ－ル 出資

幕張熱供給(株) 熱供給事業 出資

(株)ｹ-ﾌﾞﾙﾈｯﾄﾜ-ｸ千葉他 地域型放送事業（ＣＡＴＶ） 人材派遣・出資

     （Ｂ）各種の情報交換サ－ビス

    当行は、お客様の経営に役立つ情報提供とお客様同士の異業種交流等を

目的として、お取引先の会である「興友会」を全県で組織し、現在約

  ２,８００社のご参加をいただいております。

この「興友会」を中心として、著名エコノミスト、経済評論家等を招い
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て、経済見通しや中小企業の経営戦略に関する講演会を開催しており、地

域経済の啓蒙活動にも注力いたしております。また、当行行員を講師とす

るお取引先の研修・勉強会も数多く行うなど、時宜を得た情報提供を通じ

てお客さまの良きパートナーを目指し積極的に活動しております。

 

     （Ｃ）調査・情報提供活動

当行調査部門は、千葉県経済に関する調査・分析活動を通じて、各産業・

業種動向・企業経営・地域開発などの課題や展望について提言を行うなど、

価値ある情報を地域の皆さまに提供し、千葉県の産業、経済の発展に寄与

しております。主な活動実績として、まず、平成元年８月から地域経済情

報誌「こうゆう」を季刊発行し、また、平成６年３月からは、各種の調査

研究結果をコンパクトに取りまとめた「調査レポート」を発行しておりま

す。

   また、平成１３年度も既に「県内の景気動向」などの調査を実施してお

ります。このような地域に特化した研究成果・外部からの委託調査は、お

客さまに好評を博しているほか、新聞その他マスコミなどにも数多く掲載

されるなど、高い評価をいただいております。

    

     （Ｄ）年金相談会の開催

高齢化が進むなか、年金に関するお客さまの情報ニーズが高まりをみせ

ておりますが、これに応じて当行では社会保険労務士を講師とする年金相

談会を開催し、皆さまのお役に立っております。（平成１２年度開催回数

１５３回、参加人員１，６３８人）

     Ｂ．地域のお客さまからの信頼回復に向けたＣＳナンバー１運動

  新生ちば興銀に向けて、自己資本の充実と収益力の強化により、経営基盤

の確立に向けて努力するとともに、地域のお客さまに信頼され、支持される

銀行であり続けることは、ちば興銀再生の両輪であると認識しております。

良質なサービス・情報の提供、堅確で丁寧な事務処理体制、スピーディな

対応等のＣＳ向上施策を徹底するため、「ＣＳ推進本部」を設置し、全役職

員参加のＣＳナンバー１運動を展開しております。

     Ｃ．地域の福祉・文化活動等の支援

     （Ａ）「小さな親切」運動

当行は、「小さな親切」運動の千葉県本部の事務局として、「明るく豊

かな社会を実現しよう」との同運動の趣旨のもと、積極的に運動を展開し

ております。
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    当行の全役職員が運動の会員となり、各支部の運営を行い、各種の社会

貢献活動を通じて、地域の「親切銀行」を目指しております。

 

     （Ｂ）日本工業新聞社共催「千葉“元気印”企業大賞」

 県内の優良中小企業育成のため、平成７年度以来毎年、日本工業新聞社

と共催で、優れた技術を持つ中小企業やユニークなアイデアを持つベンチ

ャー企業等の表彰をおこなっており、地元企業の育成を支援しております。

 

     （Ｃ）「千葉元気印の会」の発足

  「千葉“元気印”企業大賞」も６回を重ね、応募企業も２４０社を超え

ました。これらの企業を中心に、平成１２年７月「千葉元気印の会」が発

足しました。今後も、経営者のビジネス交流促進と研鑚の場として、「千

葉“元気印”企業大賞」とあわせて、地元の中小企業・ベンチャー企業の

お役に立つよう、積極的に支援してまいります。

 

     （Ｄ）その他

 交通事故撲滅のための交通安全支援活動、ゲートボール大会開催等の各

種スポーツ大会支援、衣料品の病院への寄贈、献血運動等の各種慈善活動

等も積極的に行っております。

 また、千葉県「県民の日」にＪＲ千葉駅でコンコースコンサートを開催

する等、県・市町村の行事・病院・福祉施設等で「コスモス・コンサート」

を開催し、地域文化の振興に寄与しております。

このように、当行は「将来性豊かな千葉県」に密着した営業活動、企業

育成、各種の金融・情報サービスの提供、地域の福祉・文化活動の支援を

積極的におこなってまいりました。

これからも地元金融機関として安定的な信用供与、サービスの提供を通

して、地域経済の発展・県民の豊かな生活の実現のため、「２１世紀のち

ばづくり」に貢献してまいります。

                                                                 以   上
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(図表1－1)収益動向及び計画
12/3月期 13/3月期 13/3月期 14/3月期 15/3月期 16/3月期 17/3月期
実績 計画 実績 備考 計画 計画 計画 計画

(規模)<資産、負債は平残、資本勘定は末残> (億円)
   総資産 21,246 20,572 20,112 20,112 20,504 20,323 20,590
   貸出金 15,406 14,156 14,018 ① 13,932 14,118 14,256 14,357
   有価証券 4,070 4,049 4,060 4,260 4,113 4,005 3,953
   特定取引資産 － － － － － － －
   繰延税金資産＜末残＞ 354 355 358 338 318 269 204
   総負債 20,740 20,065 19,673 19,186 19,559 19,327 19,529
   預金・ＮＣＤ 19,078 18,488 18,209 ② 17,738 17,773 18,086 18,370
   債券 － － － － － － －
   特定取引負債 － － － － － － －
   繰延税金負債＜末残＞ － － － － － － －
   再評価に係る繰延税金負債＜末残＞ － － － － － － －
   資本勘定計 27 930 935 954 975 1,023 1,104
   資本金 432 579 579 579 579 579 579
   資本準備金 283 327 327 327 327 327 327
   利益準備金 － － － 3 5 8 11
   再評価差額金 － － － － － － －
   その他有価証券評価差額金 － － － － ▲ 30 ▲ 46 ▲ 56
   剰余金 ▲ 688 23 28 44 92 154 242

(収益)
   業務粗利益 410 384 388 400 416 438 451
   資金運用収益 469 448 434 ③ 423 450 505 553
   資金調達費用 87 78 78 53 66 97 133
   役務取引等利益 31 32 31 31 33 33 34
   特定取引利益 － － － － － － －
   その他業務利益 ▲ 2 ▲ 18 0 ▲ 1 ▲ 0 ▲ 3 ▲ 3
   国債等債券関係損(▲)益 ▲ 2 ▲ 16 2 ④ ▲ 0 0 0 0
   業務純益（一般貸倒引当金繰入前） 148 137 151 166 180 201 213
   業務純益 65 155 153 164 191 205 218
   一般貸倒引当金繰入額 82 ▲ 18 ▲ 2 1 ▲ 10 ▲ 4 ▲ 5
   経費 261 246 236 ⑤ 234 236 236 238
   人件費 131 115 110 ⑥ 103 105 105 106
   物件費 117 118 114 ⑦ 118 118 119 120
   不良債権処理損失額 742 118 123 98 101 72 44
   株式関係損(▲)益 ▲ 23 ▲ 4 ▲ 3 ⑧ ▲ 10 ▲ 2 ▲ 1 0
   株式等償却 76 4 11 ⑨ 7 2 1 0
   経常利益 ▲ 725 24 17 50 82 125 167
   特別利益 3 3 23 ⑩ 6 4 4 4
   特別損失 2 4 16 ⑪ 1 0 0 0
   法人税、住民税及び事業税 0 0 0 0 0 0 0
   法人税等調整額 ▲ 36 0 ▲ 3 19 19 49 64
   税引後当期純利益 ▲ 688 23 28 34 65 78 105

(配当) （億円、円、％）
   配当可能利益 － 23 23 36 51 89 155
   配当金 0 8 8 14 14 14 14
   1株当たり配当金（普通株） （注1） 0 0 0 － － － －
   配当率（優先株＜公的資金分＞） － 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29 1.29
   配当率（優先株＜その他・１種＞） － 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50 2.50
   配当率（優先株＜その他・２種＞） － 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60 2.60
   配当性向 － 36.07 29.78 41.19 21.56 18.08 13.43

(経営指標) （％）
   資金運用利回(Ａ） 2.32 2.34 2.30 2.27 2.41 2.66 2.87
   貸出金利回(Ｂ） 2.35 2.47 2.45 2.48 2.64 2.94 3.19
   有価証券利回 2.27 1.97 1.64 1.57 1.58 1.72 1.88
   資金調達原価(Ｃ） 1.78 1.72 1.69 1.60 1.68 1.84 2.01
   預金利回(含むNCD)(D) 0.33 0.32 0.32 0.24 0.31 0.48 0.67
   経費率(E) 1.37 1.33 1.30 1.32 1.34 1.32 1.31
   人件費率 0.68 0.62 0.60 0.58 0.59 0.58 0.57
   物件費率 0.61 0.63 0.62 0.66 0.66 0.65 0.65
   総資金利鞘(A)－(C) 0.54 0.62 0.61 0.67 0.73 0.82 0.86
   預貸金利鞘(B)－(D)－(E) 0.65 0.82 0.83 0.92 0.99 1.14 1.21
   非金利収入比率 6.97 3.57 8.10 7.58 7.79 6.98 7.00
ROE(一般貸引前業務純益/資本勘定＜平残＞ 29.27 14.81 34.38 17.91 19.14 20.23 20.11
ROA(一般貸引前業務純益/総資産＜平残＞) 0.69 0.66 0.75 0.82 0.88 0.99 1.03

（注1）普通株配当金については、１３年度以降は業績の状況により配当を検討してまいります。
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[図表１  差異説明]

13/3月期 13/3月期 差異 要因
計画 実績

① 貸出金 14,156 14,018 ▲ 138 中小企業貸出が資金需要の低迷により計画比
未達となったことが主因であります。

② 預金・ＮＣＤ 18,488 18,209 ▲ 278 法人預金の計画未達（▲246億円）が主因。

③ 資金運用収益 448 434 ▲ 13 勘定処理変更により、有価証券の償還損が
有価証券利息に計上されたことによる減少
（10億円）、その他貸出金平残の未達による
貸出金利息の減少による。

④ 国債等債券関係損益 ▲ 16 2 18 勘定処理変更により、有価証券の償還損が
有価証券利息に計上されたことによる改善
(10億円）、債券売却益（5億円）の計上等による。

⑤ 経費 246 236 ▲ 9 内訳は、人件費▲4億円、物件費▲3億円、
税金▲1億円。

⑥ 人件費 115 110 ▲4 勘定処理変更により、退職給付費用の一部
が臨時費用になったこと（▲6億円）が主因。

⑦ 物件費 118 114 ▲ 3 自社利用のｿﾌﾄｳｪｱを定額法により償却する
方法に変更したこと（▲2億円）、その他一般
物件費の削減によるもの。

⑧ 株式関係損益 ▲ 4 ▲ 3 0 株式市場の低迷により上場株式の償却増加
⑨ 株式等償却 4 11 7 （7億円）となり、一方、株式売却損益の増加

（+8億円）により株式関係損益はほぼ見込み
通り。

⑩ 特別利益 3 23 20 不良債権回収の強化により償却債権取立益
（22億円）の計上が主因。

⑪ 特別損失 4 16 12 資産の健全化を図るために、非上場株式の
償却（12億円）を実施し、特別損失に計上。
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(図表1－2)収益動向(連結ベース)
12/3月期 13/3月期 13/3月期 備考 14/3月期
実績 見込み 実績 見込み

(規模)<末残> (億円)  
  総資産 20,788 20,861 20,409 21,901
  貸出金 14,298 14,257 14,081 15,036
  有価証券 3,664 4,204 4,126 4,244
  特定取引資産 － － － －
  繰延税金資産 354 361 360 341
  少数株主持分 0 0 0 0
  総負債 20,764 19,931 19,474 20,949
  預金・ＮＣＤ 18,818 18,354 17,963 17,767
  債券 － － － －
  特定取引負債 － － － －
  繰延税金負債(末残) － － － －
  再評価に係る繰延税金負債 － － － －
  資本勘定計 23 928 934 952
  資本金 432 575 579 579
  資本準備金 283 327 327 327
  再評価差額金 － － － －
  その他有価証券評価差額金 － － － －
  連結剰余金 ▲ 690 25 28 46
  自己株式 ▲ 1 ▲ 1 ▲ 1 ▲ 1

(収益) （億円）
  経常収益 647 540 553 529
  資金運用収益 474 434 439 425
  役務取引等収益 58 59 59 61
  特定取引収益 － － － －
  その他業務収益 19 4 5 2
  その他経常収益 95 43 49 39
  経常費用 1,375 524 535 476
  資金調達費用 92 77 80 55
  役務取引等費用 18 18 18 20
  特定取引費用 － － － －
  その他業務費用 23 6 5 3
  営業経費 285 251 249 249
  その他経常費用 957 172 181 147
  貸出金償却 364 95 101 76
  貸倒引当金繰入額 364 2 6 5
  一般貸倒引当金純繰入額 80 0 ▲ 2 0
  個別貸倒引当金純繰入額 283 1 9 4
   経常利益 ▲ 727 16 17 52
   特別利益 3 9 23 6
   特別損失 2 5 16 2
   税金等調整前当期純利益 ▲ 726 19 25 56
   法人税、住民税及び事業税 0 0 0 0
   法人税等調整額 ▲ 36 ▲ 3 ▲ 3 19
   少数株主利益 ▲ 1 0 0 0
   当期純利益 ▲ 690 22 28 37
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(図表2)自己資本比率の推移

基準：国内基準／単体 (億円)  
12/3月期 13/3月期 13/3月期 備考 14/3月期 15/3月期 16/3月期 17/3月期

実績 計画 実績 計画 計画 計画 計画

  資本金 432 579 579 579 579 579 579
 うち、普通株式 407 254 254 254 254 254 254
 うち、優先株式（非累積型） 25 325 325 325 325 325 325
優先出資証券 － － － － － － －
資本準備金 283 327 327 327 327 327 327
利益準備金 － 1 1 4 7 10 13
その他有価証券の評価差損 － － － 0 ▲ 30 ▲ 46 ▲ 56
任意積立金 － － － － － － －
次期繰越利益 ▲ 688 13 18 ① 35 84 145 234
その他 － － － － － － －

Tｉｅｒ Ⅰ計 27 922 927 947 968 1,016 1,097
（うち、税効果相当額） 354 355 358 338 318 269 204
優先株式（累積型） － － － － － － －
優先出資証券 － － － － － － －
永久劣後債 － － － － － － －
永久劣後ロ－ン － － － － － － －
有価証券含み益 － － － － － － －
土地再評価益 － － － － － － －
貸倒引当金 27 75 74 75 77 77 78
その他 － － － － － － －
Upper Tｉｅｒ Ⅱ計 27 75 74 75 77 77 78
期限付劣後債 － － － － － － －
期限付劣後ロ－ン － 185 185 164 152 125 97
その他 － － － － － － －
Lower Tｉｅｒ Ⅱ計 － 185 185 164 152 125 97
Tｉｅｒ Ⅱ計 27 260 260 240 229 202 176
Tｉｅｒ Ⅲ － － － － － － －
控除項目 － － － － － － －
自己資本合計 54 1,182 1,187 1,187 1,197 1,219 1,274

（億円）
リスクアセット 11,963 12,109 11,998 12,070 12,322 12,447 12,573
オンバランス項目 11,042 11,167 11,179 11,138 11,340 11,415 11,491
オフバランス項目 921 942 819 ② 932 982 1,032 1,082
その他(注1) － － － － － － －

（％）
自己資本比率 0.45 9.77 9.89 9.83 9.71 9.79 10.13
Ｔｉｅｒ１比率 0.22 7.61 7.72 7.84 7.85 8.16 8.73

(注１）マ－ケット・リスク相当額を８％で除して得た額。
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[図表２  差異説明]

１３／３月期 １３／３月期 差異 要因
計画 実績

① 剰余金 13 18 5 当期利益が28億円と計画を4億円上回った
ことによるもの。

② ｵﾌﾊﾞﾗﾝｽ項目 942 819 ▲ 123 支払承諾見返の減少（▲119億円）が主因。
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基準：国内基準／連結 (億円)  
12/3月期 13/3月期 13/3月期 備考 14/3月期 15/3月期 16/3月期 17/3月期

実績 計画 実績 計画 計画 計画 計画

  資本金 431 578 578 578 578 578 578
うち、普通株式 406 253 253 253 253 253 253
うち、優先株式（非累積型） 25 325 325 325 325 325 325
優先出資証券 － － － － － － －
資本準備金 － 327 327 327 327 327 327
その他有価証券の評価差損 － － － － ▲ 30 ▲ 46 ▲ 56
為替換算調整勘定 － － － － － － －
剰余金 ▲ 407 13 19 40 91 156 247
その他 － 0 0 0 0 0 0

Tｉｅｒ Ⅰ計 24 919 926 946 967 1,015 1,096
（うち、税効果相当額） 354 355 360 338 318 269 204
優先株式（累積型） － － － － － － －
優先出資証券 － － － － － － －
永久劣後債 － － － － － － －
永久劣後ロ－ン － － － － － － －
有価証券含み益 － － － － － － －
土地再評価益 － － － － － － －
貸倒引当金 24 76 75 75 77 78 78
その他 － － － － － － －
Upper Tｉｅｒ Ⅱ計 24 76 75 75 77 78 78
期限付劣後債 － － － － － － －
期限付劣後ロ－ン － 185 185 164 152 125 97
その他 － － － － － － －
Lower Tｉｅｒ Ⅱ計 － 185 185 164 152 125 97
Tｉｅｒ Ⅱ計 24 262 261 240 229 203 176
Tｉｅｒ Ⅲ － － － － － － －
控除項目 － － － － － － －
自己資本合計 48 1,181 1,187 1,186 1,196 1,218 1,273

（億円）
リスクアセット 12,158 12,304 12,135 12,094 12,387 12,513 12,638
オンバランス項目 11,236 11,362 11,316 11,162 11,405 11,481 11,556
オフバランス項目 922 942 819 932 982 1,032 1,082
その他(注1) － － － － － － －

（％）
自己資本比率 0.40 9.60 9.78 9.81 9.66 9.73 10.07
Ｔｉｅｒ１比率 0.20 7.47 7.63 7.82 7.80 8.11 8.67

(注１）マ－ケット・リスク相当額を８％で除して得た額。
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(図表6)リストラ計画
12/3月末 13/3月末 13/3月末 14/3月末 15/3月末 16/3月末 17/3月末
実績 計画 実績 備考 計画 計画 計画 計画

(役職員数)
役員数 (人） 10 8 8 8 9 9 9

うち取締役（（ ）内は非常勤） (人） 6(0) 4(0) 4(0) 4(0) 5(0) 5(0) 5(0)
うち監査役（（ ）内は非常勤） (人） 4(2) 4(2) 4(2) 4(2) 4(2) 4(2) 4(2)

従業員数(注) (人） 1,660 1,497 1,472 ① 1,430 1,430 1,430 1,430
(注)事務職員、庶務職員合算。在籍出向者を含む。嘱託・ﾊﾟｰﾄ、派遣社員は除く。

（国内店舗・海外拠点数)
国内本支店(注1) (店) 84 74 74 71 71 71 71
海外支店(注2) (店)

(参考)海外現地法人 (社)
（注1)出張所、代理店、インストアブランチ、払込専門店、共同利用ＡＴＭ管理専門支店を除く。
（注2)出張所、駐在員事務所を除く。

12/3月期 13/3月期 13/3月期 14/3月期 15/3月期 16/3月期 17/3月期
実績 計画 実績 備考 計画 計画 計画 計画

(人件費)
人件費 (百万円) 13,142 11,523 11,056 ② 10,333 10,501 10,527 10,614

うち給与・報酬（注１） (百万円) 10,477 8,303 7,509 6,708 6,591 6,547 6,499
平均給与月額 （千円） 408 408 411 ③ 412 407 404 401

（注）平均年齢  39.2歳（平成13年3月末）。
（注1）給与・報酬の12/3月期実績には賞与1,573百万円、13/3月期計画には賞与947百万円が含まれて
      おります。

(役員報酬・賞与)
役員報酬・賞与（注） (百万円) 210 164 76 73 100 100 110

うち役員報酬 (百万円) 210 164 76 73 100 100 110
役員賞与 (百万円) - - - - - - -

平均役員（常勤）報酬・賞与 (百万円) 11 11 11 11 13 13 15
平均役員退職慰労金 (百万円) 9 - - - 7 7 7
（注）使用人兼務の場合、使用人部分を含む。
   なお、12/3月期実績、13/3月期計画は執行役員を含み、13/3月期実績および14/3月期以降の計画は
   執行役員分を含みません。
     12/3月期実績のうち執行役員分は76百万円、13/3月期計画のうち執行役員分は90百万円であります。

（物件費)
物件費 (百万円) 11,775 11,829 11,460 11,879 11,877 11,902 12,031

うち機械化関連費用（注）(百万円) 3,345 3,342 2,861 ④ 3,361 3,329 3,322 3,398
除く機械化関連費用 (百万円) 8,430 8,487 8,599 ⑤ 8,518 8,548 8,580 8,633

（注）リ－ス等を含む実質ベ－スで記入。
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[図表６  差異説明]

１３／３月期 １３／３期 差異 要因
計画 実績

① 従業員数(人) 1,497 1,472 ▲25 ・12年度の採用者数が見込の３４名を
  ５名下回る２９名となったこと、及び
  12年度の退職者数が見込の１９７名を
  ２０名上回る２１７名となったためで
  あります。

② 人件費(百万円) 11,523 11,056 ▲467 ・退職給付引当金のうち会計基準変更時
  差異処理額を臨時費用に計上したため、

   人件費は６４４百万円減少しました。
・ソフト資産化により２７百万円減少し
  ました。
・賞与引当金の算定方法を変更したこと
  （上期１５５百万円の増加）等により
  １２１百万円増加しました。
・人員構成の上ブレ等により給与・賞与・
  報酬が７３百万円増加しました。
・人員構成の上ブレ等により社会保険料
  他が２９百万円増加しました。
・その他要因差引で１８百万円減少しま
  した。
・以上要因による４６７百万円の減少で
  あります。

③ 平均給与月額(千円) 408 411 3 ・定例給与が見込比約６千円上昇したこと
  と定例外給与が約３千円減少したことに
  よる増加であります。

④ 機械化関連費用 3,342 2,861 ▲ 481 ・自社利用のｿﾌﾄｳｪｱを定額法により償却
  する方法に変更したこと（▲250百万円）
  ｼｽﾃﾑｾﾝﾀ-の運営経費削減（▲80百万円）、
  その他新規投資ｺｽﾄの削減等によるもの。

⑤ 除く機械化関連費用 8,487 8,599 112 ・ｱｳﾄｿ-ｼﾝｸﾞによる人的物件費の増加（92
  百万円）、店舗削減効果を341百万円を
  見込んでいたところ310百万円にとどまり
  30百万円の費用増となったことが主因。
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(図表7)子会社・関連会社一覧 (億円)

会社名 設立
年月 代表者 主な業務 直近決算 総資産 借入

金
うち申
請行分

資本
勘定

うち
申請
行出
資分

経常
利益

当期
利益

連結又
は持分
法の別

ちば興銀
ﾌｧｲﾅﾝｽ(株)

S63年
7月 森田 昭彦 抵当証券業務金銭貸付業務

平成13年
3月 162 161 84 0 0 ▲ 4 ▲ 2 連結

千葉総合
ﾘ-ｽ(株)

S57年
12月 森田 昭彦 リース業務

金銭貸付業務
平成13年
3月 136 128 91 1 0 ▲ 13 0 連結

千葉保証
ｻ-ﾋﾞｽ(株)

S54年
4月 金井  保 住宅金融等

信用保証業務
平成13年
3月 41 0 0 0 0 ▲ 11 0 連結

ちば興銀
ﾕ-ｼ-ｶ-ﾄﾞ(株)

S58年
2月 金井  保

ｸﾚｼﾞｯﾄｶｰﾄﾞ業
務・信用保証

業務

平成13年
3月 39 25 25 3 0 ▲0 ▲0 連結

ちば興銀
ﾋﾞｼﾞﾈｽｻ-ﾋﾞｽ
（株）

S61年
１月 鈴木 亮一 事務受託業務 平成13年

3月 1 0 0 0 0 0 0 連結

ちば興銀
ｺﾝﾋﾟｭ-ﾀｿﾌﾄ
（株）

H3年 7
月 鈴木 亮一 ｼｽﾃﾑ開発・計算受託業務

平成13年
3月 0 0 0 0 0 0 0 連結

（注）経常損失、当期損失、または繰越損失のある子会社

    会社名 今後の業績見通し グル－プ戦略上の位置付け
ちば興銀ﾌｧｲﾅﾝｽ（株） 新規貸付金業務停止、平成15年3月期 平成15年3月期特別清算予定。

特別清算予定。

千葉総合ﾘ-ｽ（株） 平成14年3月期に再建支援終了、平成15年 当行総合金融ｻ-ﾋﾞｽ提供の一翼を担うﾘ-ｽ会社。

3月期以降黒字化見込。

千葉保証ｻ-ﾋﾞｽ（株） 平成14年3月期に再建支援終了、平成15年 当行住宅ﾛ-ﾝ等の保証会社、再建支援終了後、

3月期以降黒字化見込。 ちば興銀ﾕ-ｼ-ｶ-ﾄﾞ（株）と統合予定。

ちば興銀ﾕ-ｼ-ｶ-ﾄﾞ（株） 平成14年3月期以降黒字化見込。 当行総合金融ｻ-ﾋﾞｽ提供の一部を担うｸﾚｼﾞｯﾄｶ-ﾄﾞ会社。
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（図表8）経営諸会議・委員会の状況

会議・委員会名 議長 メンバ－ 担当部署 開催頻度 目的・討議内容
経営会議 案件提出部

の担当役員
常務役員
案件提出部長

経営企画部 週１回 重要案件の決議・報
告

与信検討会 審査担当
役員

常務役員
関連部長

審査部 週１回 大口融資案件の審議

ＳＢ会議 案件提出部
の部長

常務役員
関連部長

審査管理部 週１回 個社別の対処方針の
検討

経営健全化計画推進委
員会

頭取 常務役員
本部部・室長

経営企画部 月１回 経営健全化計画の施
策実施状況

経営健全化計画計数
フォローアップ委員会

頭取 常務役員
本部部・室長

経営企画部 月１回 経営健全化計画の計
数フォローアップ

ＡＬＭ委員会 ＡＬＭ担当
取締役

関連部長 経営企画部 月１回 ＡＬＭに関する事項

ＩＲ委員会 副頭取 関連部長 経営企画部 月１回 ＩＲに関する事項
営業戦略会議 営業統括

部長
担当役員
エリア長

営業統括部 月１回 エリア単位での営業
推進に関する事項

（注）開催頻度が不定期の場合は、過去１年間の開催回数を記入。
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(図表10)貸出金の推移
(残高) (億円)

12/9月末 12/9月末 13/3月末 13/3月末 14/3月末
見込み 実績 計画 実績 末平比率 計画 備考

（注4） （注4） （注4） （Ａ） （注２） （Ｂ）
国内貸出 14,089 14,079 14,221 13,940 14,162 別紙
中小企業向け貸出(注1) 9,028 9,131 9,047 8,917 8,843
個人向け(事業用資金を除く) 3,295 3,230 3,385 3,320 3,506
その他 1,765 1,717 1,788 1,702 1,814
海外貸出 － － － － －
合計 14,089 14,079 14,221 13,940 14,162

(同・実勢ベース<下表の増減要因を除く>) (億円)
12/9月末 12/9月末 13/3月末 13/3月末 14/3月末
見込み 実績 計画 実績 計画 備考

（注4） （注4） （注4） (A)+(C)+(D)
(B)+(C)+
(D)+(E)

国内貸出 14,303 14,312 14,449 14,296 14,620
中小企業向け貸出(注1) 9,231 9,322 9,264 9,224 9,246

(注1)中小企業向け貸出とは、資本金又は出資金3億円(但し、卸売業は1億円、小売業・飲食業・ｻｰﾋﾞｽ業は50百万円)
 以下の法人または常用する従業員が300人(但し、卸売業・ｻｰﾋﾞｽ業は100人、小売業・飲食業は50人)
 以下の法人向け貸出(個人に対する事業用資金を含む)を指す。

(注2)末平比率は月末残高／月中平均残高。 
(注3)当該期の期末レ－トで換算。
(注4）12年9月期の経営健全化計画より引用。

(実勢ベ－スを算出するうえで考慮すべき要因) （億円   (    )内は内中小企業向け)
12年度 12年度 12年度 12年度 13年度

上期見込み 上期実績 下期計画 下期実績 計画 備考
（Ｃ） （注７） （Ｄ） （Ｅ）

貸出金償却(注1） 6 (6) 10 (10) 11 (11) 5 (5) 23 (23)
CCPC向け２次ロス（注2） - (-) - (-) - (-) 0 (0) 0 (0)
債権流動化(注3) 1 (1) - (-) - (-) - (-) - (-)
部分直接償却実施額（注4） 195 (183) 244 (202) - (-) 84 (78) 80 (73)
協定銀行等への資産売却額(注5) 0 (0) 0 (0) - (-) - (-) - (-)
バルクセ－ルその他（注6） 10 (10) 11 (11) 2 (2) 0 (0) 1 (1)
計 214 (203) 265 (223) 14 (14) 89 (83) 104 (97)

(注1) 無税化（法人税法基本通達９－６－１、９－６－２、９－４－１、９－４－２）を事由とする直接償却額。
(注2) 共同債権買取機構に売却した債権に関する担保処分等に伴う損失額。
(注3) 主として正常債権の流動化。債権流動化実績（＋）、償還期限到来による現金流入額（－）の
      純額で表示。
(注4）部分直接償却当期実施額。
(注5）金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第53条で定められた協定銀行等への債権
      売却に伴う損失相当額。
(注6）不良債権のバルクセ－ルに伴う損失相当額及びその他の不良債権処理関連。
(注7）12年9月期の経営健全化計画より引用。
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[図表10  差異説明]

13年3月末 下期 下期 下期 年間増減
実績 増減① 増加計画② 増加計画比

（②－①）
国内貸出 表面 13,940 △ 139 △ 209

実勢 14,296 △ 16 146 △ 162 146

中小企業向け貸出 表面 8,917 △ 214 △ 277

実勢 9,224 △ 98 33 △ 131 30

＜要因等＞
上期については、エリア法人部長を中心に新規先獲得の営業展開を推進し、戦略商品等の販売
を行い国内貸出、中小企業向け貸出ともに増加を図ることができましたが、下期は資金需要の
低迷に加え、特に中小企業向け信用保証協会付融資が大きく減少したことと等により、国内貸
出（実勢ベ－ス）では146億円の増加計画に対し実績は△16億円と162億円の未達、中小企業貸
出（実勢ベ－ス）は33億円の増加計画に対し実績は△98億円と131億円の未達となりました。
なお、年度ベ－スでは、国内貸出は実勢ベ－スで146億円、中小企業貸出は実勢ベ－スで30億
円の増加となりました。

＜善後策等＞
営業店支援体制および本部営業体制を強化するためエリア法人担当部長制度（各エリアに配属）
を発展的に改組、人員も増強し、13年４月に「エリア法人営業部（営業統括部部内室）」を
創設しました。これにより、従来以上に新規法人開拓・既取引先の深化に注力いたします。
中小企業向けの新商品として、当行との取引内容により金利優遇を行うオプションを付与し
た商品の販売を予定しており、商品・サ－ビス提供力の強化に努めてまいります。
また、従来からのＰＢ室を改組致し、顧客ニーズ対応力・収益力の飛躍的強化のために、
フィナンシャルプロダクト推進室（ＦＰ推進室）を１３年４月に創設しました。
個人向け貸出は、実績が堅調な「住宅ローン」の販売を持続するため、住宅ローンセンター
を増設し、住販業者からの新規案件獲得を強力に推進してまいります。
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(図表１２）リスク管理の状況
当期における改善等の状況

［規定・基本方針］ ・債務者格付の方法を表面財務評価に定
  信用リスク管理の基本方針、同管理規程   性面等を加え、より債務者の実態を反
  与信業務の規範   映した方法に改定した。
  自己査定基準、資産監査規程 ・与信先のグループ付を進めグループ取

信用リスク ［体制・リスク管理部署］   引与信管理体制を整備した。
  リスク管理部署・・審査部、審査管理部 ・与信先の実態把握強化を目的とした事
  資産監査部署・・・監査部   業金融強化プログラムの着実な実施。
［リスク管理手法］   顧客ファイルの作成の徹底
  債務者格付、資産の自己査定    融資関連帳票・ツールの制定および改定
  与信集中のﾓﾆﾀﾘﾝｸﾞ、研修、臨店指導の実施    各種研修および臨店指導の実施   等

・支店ＳＢ会議の新設等ＳＢ運営体制を
    強化し不良債権の回収に努めた。
［規定・基本方針］ ・市場関連リスクを管理する「リスク評
  市場関連リスク管理の基本方針、同管理規程   価室」の新設に加え、市場金融部から

マ－ケットリスク ［体制・リスク管理部署］   事務管理部門を分離し「市場業務室」
(含む関連リスク)   リスク管理部署・・リスク評価室   を新設した。これにより、リスク管理

  市場部門・・・・・市場金融部   部門、事務管理部門、市場部門を完全
  事務管理部門・・・市場業務室   に分離した管理体制となった。
［リスク管理手法］ ・有価証券の市場リスクの計測について
  ギャップ分析、ＢＰＶ法   ＶａＲ法による試行を開始した。
  ＡＬＭ委員会でリスクに対する対応策等を検討  
［規定・基本方針］ ・資金決済のＲＴＧＳ化に対する対応を
  流動性リスク管理の基本方針、同管理規程   整備した。

流動性リスク ［体制・リスク管理部署］
  リスク管理部署・・・・経営企画部
  資金繰り管理部署・・・市場金融部
［リスク管理手法］
  資金繰り逼迫度に応じた管理の実施
  資金ポジションの実績・予測管理
  ＡＬＭ委員会でリスクに対する対応策等を検討
［規定・基本方針］ ・引続きランキング30位以内(Ｉ・Ｉ社)
  業務執行細則   に限定して取引を行っている。

カントリ－リスク ［体制・リスク管理部署］
  リスク管理部署・・・リスク評価室
［リスク管理手法］
  取引対象国の限定
［規定・基本方針］ ・自店検査制度を見直し、営業店自身が
  事務リスク管理の基本方針、同管理規程   行う本来の制度とするとともに担当部
  システムリスク管理の基本方針、同管理規程   を総合事務部から監査部に変更した。
  セキュリティポリシー   これにより総合事務部事務指導担当に

ｵﾍﾟﾚ-ｼｮﾅﾙﾘｽｸ ［体制・リスク管理部署］   よる自店検査支援制度を廃止し事務指
(EDPﾘｽｸも含む）   事務リスク管理部署・・・・・総合事務部他   導担当は営業店事務指導に特化した。

  システムリスク管理統括部署・総合事務部 ・非効率事務の削減、後方事務の本部集
［リスク管理手法］   中拡大を進めた。
  事務規定等の整備、事務指導・研修の実施 ・問題解決フォローシート等の制定によ
  事務の削減・本部集中   り営業店マネジメント力を強化した。
  自店検査制度 ・セキュリティポリシーを制定した。

・コンティンジエンシープランを制定し
  た(13年4月)。

［規定・基本方針］ ・法務リスク管理の基本方針および法務
  法務リスク管理の基本方針、同管理規程   リスク管理規程を制定した(13年4月)。

法務リスク ［体制・リスク管理部署］   
  リスク管理統括部署・・・監査部
［リスク管理手法］
  リーガルチエックの実施、顧問弁護士の活用
［規定・基本方針］ ・レピユテーションリスク管理の基本方
  ﾚﾋﾟｭﾃｰｼｮﾝﾘｽｸ管理の基本方針、同管理規程   針およびレピュテーションリスク管理

ﾚﾋﾟｭﾃ-ｼｮﾅﾙﾘｽｸ ［体制・リスク管理部署］   規程を制定した（13年4月）。
  リスク管理統括部署・・・経営企画部
［リスク管理手法］
  統括部署による情報の一元管理、広報・ＩＲ活動
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(図表13)法第3条第2項の措置後の財務内容
(単位：億円）

12/3月末
実績（単体）

12/3月末
実績（連結）

13/3月末
実績（単体）

13/3月末
実績（連結）

破綻更生債権及び
これらに準じる債権 842 893 526 621

危険債権 850 900 750 800

要管理債権 657 691 655 587

正常債権 12,797 12,860 12,899 12,966

引当金の状況 (単位：億円）

12/3月末
実績（単体）

12/3月末
実績（連結）

13/3月末
実績（単体）

13/3月末
実績（連結）

一般貸倒引当金 150 150 125 126
個別貸倒引当金 540 670 301 418
特定海外債権引当勘定 － － － －
貸倒引当金計 691 821 427 544
債権売却損失引当金 94 94 91 91
特定債務者支援引当金 20 － 22 －
小計 805 915 541 636
特別留保金 － － － －
債権償却準備金 － － － －
小計 － － － －
合計 805 915 541 636
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(図表14）リスク管理債権情報
（億円、％）

12/3月末
実績（単体）

12/3月末
実績（連結）

13/3月末
実績（単体）

13/3月末
実績（連結）

破綻先債権額（Ａ） 124 163 79 112
部分直接償却 155 155 190 190
延滞債権額（Ｂ） 1,556 1,549 1,190 1,297
３カ月以上延滞債権額（Ｃ） 13 15 27 29
貸出条件緩和債権額（Ｄ） 494 518 633 567
①金利減免債権 1 1 － －
②金利支払猶予債権 － － － －
③経営支援先に対する債権 － － － －
④元本返済猶予債権 492 516 628 561
⑤その他 － － 5 5
合計（Ｅ）＝（Ａ）＋（Ｂ）＋（Ｃ）＋（Ｄ） 2,188 2,246 1,930 2,006
比率    （Ｅ）／総貸出 15.46 15.75 13.85 14.25

(注）全銀協の「有価証券報告書における「リスク管理債権情報」の開示について」
    （平成10年3月24日付、平10調々第44号）の定義に従うものとし、貸出条件緩和
      債権について複数の項目に該当するものについては、最も適当と判断した項目
      に計上しております。
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(図表15)不良債権処理状況 (億円)
(単体）

12/3月期
実績

13/3月期
見込み

13/3月期
実績 備考 14/3月期

見込み
不良債権処理損失額（A) 742 109 123 98
個別貸倒引当金繰入額 304 － 6 ① 9
貸出金償却等（Ｃ） 356 90 93 68
貸出金償却 338 88 92 ② 68
ＣＣＰＣ向け債権売却損 1 － 0 －
協定銀行等への資産売却損(注１) － － － －
その他債権売却損 7 1 0 －
債権放棄額 10 － － －
債権売却損失引当金繰入額 61 13 12 13
特定債務者支援引当金繰入額 20 5 11 ③ 7
特定海外債権引当勘定繰入 － － － －
一般貸倒引当金繰入額（Ｂ） 82 － ▲ 2 ① 1

合計(A)＋（Ｂ） 825 109 120 99
＜参考＞
貸倒引当金目的取崩による直接償却等（Ｄ） 721 260 266 11
グロス直接償却等（Ｃ）＋（Ｄ） 1,077 350 360 79
(注１)金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第５３条で定められた協定銀行等への債権売却損。

(連結）
12/3月期
実績

13/3月期
見込み

13/3月期
実績 備考 14/3月期

見込み
不良債権処理損失額（A) 753 119 131 98
個別貸倒引当金繰入額 283 5 9 9
貸出金償却等（Ｃ） 389 114 109 68
貸出金償却 364 100 101 68
ＣＣＰＣ向け債権売却損 1 － 0 －
協定銀行等への資産売却損(注１) － － － －
その他債権売却損 43 1 7 －
債権放棄額 － － － －
債権売却損失引当金繰入額 61 13 12 13
特定債務者支援引当金繰入額 － － － 7
特定海外債権引当勘定繰入 － － － －
一般貸倒引当金繰入額（Ｂ） 80 0 ▲ 2 1

合計(A)＋（Ｂ） 834 119 128 99
＜参考＞
貸倒引当金目的取崩による直接償却等（Ｄ） 735 300 306 11
グロス直接償却等（Ｃ）＋（Ｄ） 1,124 414 416 79
(注１)金融機能の再生のための緊急措置に関する法律第５３条で定められた協定銀行等への債権売却損。
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[図表１５  差異説明]

１３／３月期１３／３月期 差異 要因
見込み 実績

① 個別貸倒引当繰入金額 - 6 6 見込においては、貸倒引当金繰入について
一般貸倒引当繰入金額 - ▲ 2 ▲ 2 個別貸倒引当金8.4億円の取崩、個別貸倒

引当金8.2億円の繰入、で合計0.2億円の
取崩超過を見込み、個別・一般貸倒引当金
繰入とも(-)表示といたしました。
一方、実績においては、部分直接償却実施
後の引当金繰入は、表示の通り、個別貸倒
引当金6億円の繰入、一般貸倒引当金2億円
の取崩となりました。

② 貸出金償却 88 92 4 債務者区分の劣化等により、部分直接償却
の対象の破綻更正債権等のⅣ分類額が4億円
増加したことによるものであります。

③ 特定債務者支援 5 11 6 対象である関連会社、千葉保証ｻ-ﾋﾞｽ（株）
引当金繰入額 の支援強化を図ったためであります。
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(図表16)不良債権償却原資 (億円)
12/3月期
実績

13/3月期
見込み

13/3月期
実績 備考 14/3月期

見込み
業務純益(一般貸倒引当金繰入前) 148 146 151 166
国債等債券関係損益 ▲ 2 ▲ 2 2 0
株式等損益 ▲ 23 ▲ 3 ▲ 3 ▲ 10
不動産処分損益 1 ▲ 5 ▲ 3 ▲ 1
内部留保利益 － － - -
その他 293 3 3 ▲ 19
合計 420 137 148 135

（連結） （億円）
12/3月期
実績

13/3月期
見込み

13/3月期
実績 備考 14/3月期

見込み
業務純益(一般貸倒引当金繰入前) 153 154 159 169
国債等債券関係損益 ▲ 2 ▲ 2 2 0
株式等損益 ▲ 23 ▲ 3 ▲ 3 ▲ 10
不動産処分損益 0 ▲ 5 ▲ 3 ▲ 1
内部留保利益 － － － －
その他 294 3 3 ▲ 19
合計 426 145 156 137
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(図表18）評価損益総括表（平成13年3月末、単体単体単体単体）

有価証券 (億円)

残高 評価損益 評価益 評価損
売 有価証券 15 - - -
買 債券 15 - - -
目 株式 - - - -
的 その他 - - - -

金銭の信託 - - - -
満 有価証券 844 29 29 0
期 債券 844 29 29 0
保 株式 - - - -
有 その他 - - - -

金銭の信託 - - - -
子 有価証券 4 - - -
会 債券 - - - -
社 株式 4 - - -
等 その他 - - - -

金銭の信託 - - - -
そ 有価証券 3,282 55 102 47
の 債券 2,799 78 78 0
他 株式 322 ▲ 28 16 45

その他 160 5 7 2
金銭の信託 - - - -

その他
貸借対照表
価額 時価 評価損益 評価益 評価損

事業用不動産(注１） 104 39 ▲ 65 6 71
その他不動産 2 2 0 0 0
その他資産(注２) - ▲ 10 ▲ 10 3 14

(注１）「土地の再評価に関する法律」に基づき事業用不動産の再評価は実施しておりません。
(注２）デリバティブ取引、債務保証等の偶発債務に係る損益を含む。
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(図表18）評価損益総括表（平成13年3月末、連結連結連結連結）

有価証券 (億円)

残高 評価損益 評価益 評価損
売 有価証券 15 0 0 0
買 債券 15 0 0 0
目 株式 0 0 0 0        
的 その他 0 0 0 0

金銭の信託 0 0 0 0
満 有価証券 844 29 29 0
期 債券 844 29 29 0
保 株式 0 0 0 0
有 その他 0 0 0 0

金銭の信託 0 0 0 0
子 有価証券 0 0 0 0
会 債券 0 0 0 0
社 株式 0 0 0 0
等 その他 0 0 0 0

金銭の信託 0 0 0 0

そ 有価証券 3,283 55 102 47
の 債券 2,799 78 78 0
他 株式 322 ▲ 28 16 45

その他 160 5 7 2
金銭の信託 0 0 0 0

その他
貸借対照表
価額 時価 評価損益 評価益 評価損

事業用不動産(注１） 104 39 ▲ 65 6 71
その他不動産 2 2 0 0 0
その他資産(注２) - ▲ 10 ▲ 10 3 14

(注１）「土地の再評価に関する法律」に基づき事業用不動産の再評価は実施しておりません。
(注２）デリバティブ取引、債務保証等の偶発債務に係る損益を含む。


